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はじめに 

 

近年のインターネットをはじめとしたＩＣＴ（情報通信技術）の進展はめざま

しく、携帯電話などの普及やブロードバンド基盤の整備は、私たちの予想を上回

る速さで進んでおり、市民生活、産業、教育、行政など様々な場面で活用されて

きています。 

また、携帯電話や情報家電などの種々の機器がネットワークに接続され、「いつ

でも、どこでも、何でも、だれでも」自由に情報を利用できるいわゆる「ユビキ

タスネットワーク社会」の到来が現実のものとなりつつあります。 

 そのような中、これまで本市では、平成１３年度に「第一次那覇市情報化推進

計画」を策定し、主に「情報通信基盤・電子自治体基盤の整備」を進めてきてお

り、さらに、平成１７年度に「第二次那覇市情報化推進計画」を策定し、主に「市

民サービスの拡充・行政事務の効率化」を進めてきたところであります。 

 しかしながら、将来にわたり継続的に本市の地域情報化を発展させていくため

には、これからの社会経済環境の変化に的確に対応するとともに、本市の地域情

報化の方向性を示すための新たな計画が必要であることから、この度、「第三次那

覇市情報化推進計画」を策定いたしました。 

 この計画は、第二次那覇市情報化推進計画の実績を基礎に基本的な考え方はお

おむね引き継ぎ、これまでの課題を解決し、市民ニーズを踏まえ、「更なる市民サ

ービスの向上」、「サービスの利便性・利活用の推進」を主な目標とし策定したも

のであります。 

 計画の推進にあたりましては、市民の皆様や事業者、関係団体等とともに計画

の実現に向けて取組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 結びに、本計画の策定にあたり市民アンケート等にご協力いただいた市民、事

業者の皆様、那覇市ＩＴ戦略会議の委員の皆様をはじめといたしまして、貴重な

ご意見、ご提言をいただきました関係各位に心から厚くお礼申し上げます。 

 

 

平成２０年４月 

那覇市長 翁長 雄志 
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第 1章 計画策定にあたって 

 

１. 策定の趣旨 

本市では、平成１４年１月に第一次情報化推進計画を策定し、平成１４年度～１

６年度までの３年間において電子自治体の基盤を概ね整備し、平成１７年３月に第

二次情報化推進計画を策定し、平成１７年度～１９年度までの３年間において、「Ｉ

Ｔ＊を利活用した電子行政サービスの拡充」、「ＩＴを利活用した市民・事業者・ＮＰ

Ｏ＊との協働によるまちづくり」、「ＩＴを利活用した観光・産業・文化の振興」、「Ｉ

Ｔの利便性を享受できる環境の創出」を具体的施策として市民サービスの向上、内

部事務の効率化等に取組んできました。 

その第二次情報化推進計画期間での主な成果としては、「証明書自動交付機のサー

ビス拡充」、「公共施設予約システムの導入」、「新図書館システムの導入」、「メール

マガジン＊サービス」を実施し、市民の利便性向上を図ってきました。また、「基幹

系業務システム＊の再構築」をスタートさせ内部事務の効率化、全体最適化を進めて

いるところであります。 

しかし、平成１９年６月～７月に実施した那覇市情報化基礎調査＊の結果によると、

市民は十分にサービスを利用できず、市民サービスが向上したという実感も得られ

ていない状況であります。また、情報機器を「利用する人」と「利用しない人」の

情報格差の問題や個人情報漏えいに対する不安の声が多く寄せられています。この

ような状況から、第二次情報化推進計画で実施してきたサービスが実感できる方策

をなお一層推進することや情報格差、情報セキュリティの課題を解決する必要があ

ります。 

したがって、第二次情報化推進計画の実績を基礎に基本的考え方はおおむね引継

ぐこととし、これまでの課題を解決するとともに、時代に対応しつつ、市民ニーズ

を踏まえた市民の利便性向上、サービスの利活用を推進するため、「第三次情報化推

進計画」を策定します。 

 

 

（1） 「那覇市情報化推進計画」（平成 13 年度策定） 

期間：平成１４年１月～１７年３月 

「情報通信基盤・電子自治体基盤の整備」 

具体的施策： 

「市民が ITを楽しめるために」
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「IT でより便利な市民生活を」 

「IT で地域コミュニティ＊の活性化を」 

「IT で訪れる人に細やかなサービスを」 

「IT で企業の活性化を」 

 

（2） 「第二次那覇市情報化推進計画」（平成 17 年度策定） 

期間：平成１７年３月～２０年３月 

「市民サービスの拡充・行政事務の効率化」 

具体的施策： 

「IT を利活用した電子行政サービスの拡充」 

「IT を利活用した市民・事業者・NPOとの協働によるまちづくり」 

「IT を利活用した観光・産業・文化の振興」 

「IT を利活用した行政経営の高度化」 

「IT の利便性を享受できる環境の創出」 

 

（3） 「第三次那覇市情報化推進計画」（平成 19 年度策定） 

期間：平成２０年４月～２３年３月 

「更なる市民サービスの向上、利便性・利活用推進」 
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２. 計画期間 

本計画は、平成２０年度から平成２２年度までの３年間を計画期間とします。平

成２０年度は、新たな第四次の那覇市総合計画がスタートする年であり、この３年

間は那覇市総合計画を情報化という視点から具体的に推進していく上でも重要な期

間にあたります。また、国のｕ－Ｊａｐａｎ＊戦略やオンライン＊化促進計画の目標

年の期間にもなっています。 

 

３. 計画の位置づけ 

この本情報化推進計画は、国や県の情報化施策等との整合性を図りつつ、那覇市

総合計画の基本構想、基本計画に示されたまちづくりを実現するための施策を、情

報化の視点から捉えた計画として位置づけます。 

また、情報化推進計画に挙げる事業を具体的に実施するため、この推進計画の下

位に情報化推進実施計画を作成します。 

 

 

那覇市総合計画

基本構想

実施計画

那覇市
情報化推進計画

情報化推進
実施計画

基本計画
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H13 H14.3 H15 H16 H17.3 H18 H19 H20.3 H21 H22 H23.3

2001 2002.3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

那覇市

国の動向

県の動向

情報化推進計画 （2002.3～2005.3)

第二次情報化推進計画 （2005.3～2008.3)

第三次情報化推進計画 （2008.4～2011.3)

ＩＴ新改革戦略（2006.1～2010）

ＩＴの構造改革力の追求
自律的ＩＴ社会の実現

新電子自治体推進指針 （2007.3～2010）

沖縄県行政情報化
推進計画（改訂版） （2006.3～2009.3)

那覇市第四次総合計画（2008.4～那覇市第三次総合計画（1998～2008.3）

ｅ－Ｊaｐａｎ戦略(2001
～IＴ基盤整備

ｅ－Ｊaｐａｎ戦略Ⅱ(2003
～ＩＴ利用・活用重視

電子自治体推進指針

沖縄ｅ－ｉｓｌａｎｄチャレン
ジプラン（2003～10年）

沖縄ｅ－ｉｓｌａｎｄ宣言（2001
～
沖縄県行政情報化推
進計画（2001.3～

ＩＴ基本法

利便・効率・活力を実感できる電子自治体の実現

第3次沖縄県情報通信産業
振興計画

（2008.4～2012.3)
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第２章 計画策定の背景 

 

１. 社会の情報化の動向 

 

(1) インターネット＊の浸透 

インターネット普及状況は、平成１８年では利用者数が８，７５４万人（対前年度

比 2.6％増）、人口普及率は 68.5％（対前年度 1.7 ポイント増）と推定されており、

インターネットがかなり普及してきていることがいえます。（図 1-1） 

また、インターネットの利用状況を世代別でみると、６０歳以上の伸びが顕著であ

り、世代別の格差が縮小傾向にあります。（図 1-2） 
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（％）

平成15年末 平成18年末

（出典）平成 19 年版情報通信白書（総務省） 

8,754

5,593

1,155
1,694

2,706

4,708

6,942

7,730 7,948
8,529

9.2
13.4

21.4

37.1

44.0
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（％）

インターネット利用人口 人口普及率

図 1-1 インターネット利用者数及び人口普及率の動向 

図 1-2 インターネットの利用状況 
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(2) ブロードバンド＊化の進展 

ブロードバンド＊回線の契約数は、２，６４４万契約（対前年度比 13.5％増）とな

っています（図 1-3）。その内、ＦＴＴＨ＊契約数は前年比 61.3％増の８８０万契約

と大きく伸びており、ブロードバンド＊化が急速に進んでいることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) モバイル＊化の進展 

インターネット利用の端末別の利用人口は、携帯電話・ＰＨＳ＊及び携帯情報通信

端末＊によるインターネット利用者が７，０８６万人と前年度から１６３万人（対前

年度比2.4％増）増加しており、モバイル＊化が進んでいることが分かります（図1-4）。 
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（出典）平成 19 年版情報通信白書（総務省） 

図 1-4 インターネット利用端末別の利用人口推移 

図 1-3 ブロードバンド契約数の推移 

 ※ 平成１６年度分以降

は電気通信事業報告規則の

規定により報告を受けた契

約数を、それ以前は事業者

から任意に報告を受けた契

約数を集計 

86 22 
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1,495 

1,956 

2,330 
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(4) 情報セキュリティ被害や個人情報漏えいに対する不安の増大 

インターネット利用が進ん 

でいくなかで、負の部分とし 

て、迷惑メールの受信やコン 

ピュータウイルス＊等の情報 

セキュリティの被害が増大し 

ています（図 1-5）。 

また、個人情報保護に関心 

があるとする人、自分の個人 

情報が漏れているのではない 

かとの不安を感じる人が、か 

なりの割合で多くなっていま 

す（図 1-6）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 個人情報の保護等に関する意識 
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特に被害はない

　　　　　　　その他
（著作権の侵害等）

フィッシング

ウェブ上での
誹謗中傷等 

スパイウエアなどに  
よる個人情報の漏洩

不正アクセス

架空請求メールを受信

コンピュータウイルスを発見
し少なくとも１度は感染した  

　　　コンピュータウイルスを
発見したが感染はしなかった

迷惑メールを受信（架空請求
　　　　　メールの受信を除く）

（％）

携帯電話 パソコン

図 1-6 個人情報の保護等に関する意識 

個人情報の保護に対する関心

関心がない
25.2%

関心がある
73.5%

わからない
0.7%

どちらとも
いえない

 0.6%

個人情報の漏洩に対する不安

わからない
1.4%

感じない
27.5%

感じる
71.1%

（出典）平成 19 年版情報通信白書（総務省） 
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２. 国・県の情報化に関する動向 

 
(1) ２００５年までの国の施策 

 国は、２００１年（平成 13 年）に「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略＊」を策定し、「２００５

年までに世界最先端のＩＴ国家となる」ことを目指しました。ＩＴ化を戦略的に推進

することで、我が国におけるブロードバンド＊を中心としたネットワーク環境の基盤

整備が急速に進展し、社会・生活の中でのコンピュータ利用・インターネット利用等

が一般化するに至りました。 

 さらに、国は２００３年（平成 15 年）に「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ＊」を策定し、医

療、食、生活、中小企業金融、知、就労・労働、行政サービスというＩＴ利活用の先

導的取組みを定め、国家ＩＴ戦略の重心をインフラ＊整備から利活用促進に大きく移

行しました。そして、『いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセス＊が可能』なユ

ビキタスネットワーク＊の形成を新たなＩＴ社会基盤整備の目標像として位置づけま

した。 

 

(2) ２０１０年までの国の施策 

 国は、２００６年９月に「ｕ－Ｊａｐａｎ＊推進計画」を策定し、２０１０年に世

界のＩＣＴ＊利活用のフロントランナー（先導者）となることを最終目標とする「ｕ

－Ｊａｐａｎ＊政策」を展開し、「情報化促進から課題解決へ」というスローガンのも

と電子政府の実現に向け各種施策を推進しています。これまでの利活用は、情報化に

糸口をつけるとともに、インフラを整備し情報化の遅れた分野を後押しするための取

り組みが中心となっていました。今後は、少子高齢化問題をはじめとして教育問題、

地球環境問題等、様々な社会経済的な課題をＩＣＴ＊利活用の高度化によって解決を

目指すことで、社会に役立つ具体的なツール＊としてＩＣＴ＊の恩恵をより深く実感で

きるようになることを目標としています。 

 また、２００６年（平成 18 年 1 月）「ＩＴ新改革戦略」では、電子行政について、

ＩＴによる構造改革力を追求する政策の一つとして位置づけ、「世界一便利で効率的

な電子行政」を実現することを目標として掲げています。これを受け、総務省では、

地方公共団体に対して、今後の電子自治体推進の方向性を提示するため、平成１９年

３月に「新電子自治体推進指針」を策定しました。 

 本指針では、我が国における電子自治体の現状と課題を明確化した上で「２０１０

年までに利便・効率・活力を実感できる電子自治体を実現すること」を目標としてい

ます。 
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(3) 県の施策 

 沖縄県においては、平成１３年３月に沖縄県行政情報化推進計画を策定し、電子県

庁の構築を推進してきました。そして、これまでの行政のあり方を見直し、より簡素・

効率的な行政事務の処理と、より効果的な行政サービスの提供及び県民の利便性向上

を実現するため電子県庁「Okinawa e-県庁」づくりを計画の目標とし、平成１８年

３月に「沖縄県行政情報化推進計画（改訂版）」を策定しています。以下の３つのｅ

づくりを基本戦略として電子県庁を目指しています。 

 

① 電子県庁構築のための「e-インフラづくり」 

② 電子県庁構築のための「e-推進体制づくり」 

③ 電子県庁構築のための「e-システムづくり」 
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第３章 那覇市の情報化について 

 

１. これまでの取組み状況（第二次情報化推進計画の総括） 

 
 
1.1. 計画期間  平成１７年度から平成１９年度までの３年間 

 

1.2. 計画の具体的施策 

５つの施策区分 

(1) ＩＴを利活用した電子行政サービスの拡充 

(2) ＩＴを利活用した市民・事業者・ＮＰＯとの協働によるまちづくり 

(3) ＩＴを利活用した観光・産業・文化の振興 

(4) ＩＴを利活用した行政経営の高度化 

(5) ＩＴの利便性を享受できる環境の創出 

 

1.3. 進捗状況について 

全事業の事業概要、具体的進捗状況については別表 1（P18～P21 以降参照）のとお

りである。 

 

1.4. 進捗状況結果まとめ 

全事業２３件のうち、実施済、着手・継続を合わせると１７件（約７割以上）事業

を実施しており、未実施事業は６件となっている。 
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具体的施策 事業数 実施済 着手・継続 検討（未実施） 

ＩＴを利活用した電子行政サービスの拡

充 
9 5 1 3 

ＩＴを利活用した市民・事業者・ＮＰＯ

との協働によるまちづくり 
4 2 1 1 

ＩＴを利活用した観光・産業・文化の振

興 
5 1 3 1 

ＩＴを利活用した行政経営の高度化 3 3 0 0 

ＩＴの利便性を享受できる環境の創出 2 0 1 1 

合計 23 11 6 6 

率   47.8% 26.1% 26.1% 

 
1.5. 第二次計画による主な成果 

(1) 電子公共施設予約サービスの導入 

［目的］ 

インターネットを利用し、市が管理するテニスコート等のスポーツ施設や市

民会館等の文化施設の予約状況の確認、利用予約、施設案内等をいつでもどこ

でも行うことが可能なサービスを導入し、市民サービスの向上及び窓口等の事

務処理の効率化、ペーパーレス化を図る。 

 

［実績］ 

平成１７年９月にＡＳＰ＊方式によりサービスを導入し、インターネット上か

ら公共施設の空き状況確認や予約ができるようになった。 

・ 対象施設 １６施設 市民庭球場、公園多目的広場・庭球場、市民ギャラリ

ー他 

・ 予約できる施設７施設 空き状況紹介のみ９施設 

・ サイト＊アクセス件数  月平均  約１，６３５件（H18） 

内訳（PC）約 1,500 件 （携帯）約 135 件 

・ システム利用率（予約）約４０％ 
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(2) 証明書自動交付機のサービス拡充 

［目的］ 

証明書自動交付機を活用して住民票や印鑑登録に関する証明書発行サービス

を行っている。各種税証明書・戸籍証明書等といったメニューの拡大、利用時

間の延長等、また、民間の商用施設等への設置を拡大し、さらなる市民の利便

性の向上を図る。 

 

［実績］ 

① 平成１７年１１月に本庁に設置の自動交付機をリニューアルし、従来の市民

カードに加えて住基カード＊でも証明書が発行できるようになった。 

② 市民課・税制課窓口に証明書の簡易申請端末機を設置した。 

③ 平成１９年２月に広域自動交付機を導入し、那覇市及び南風原町の住民が、

双方に設置している交付機から各種証明書の取得が可能となった。 

・ 民間の商用施設（天久りうぼう・首里りうぼう）へ２台設置と南風原町

庁舎へ 1台設置 

・ 利用時間延長 午後１０時まで利用可能 

・ 住基カード＊も利用可 

・ 広域交付機利用件数 月平均５５０件（H19 年 2 月～7月） 

 

(3) 新図書館情報システムの導入 

［目的］ 

現行の図書館情報システムをリニューアルし、利用者のニーズを踏まえ、イ

ンターネットでの蔵書検索や貸出予約等が可能なシステムを導入し、市民の利

便性の向上を図ります。 

 

［実績］ 

平成１９年１月に新図書館システムを導入し、インターネット上から図書の

検索・予約ができるようになった。また、図書の貸出しの際、従来の図書館カ

ードに加えて住基カード＊でも貸出しができるようになった。 

・ 図書の予約件数  月平均３８６件（H19 年 4月～9月） 

 

(4) 電子メールマガジン＊サービスの導入 

［目的］ 

市政に関する最新情報、イベント情報、災害時の安心・安全の確保に必要な
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情報、その他分野別情報等を定期的に電子メールで配信可能なシステムを導

入し、市民サービスの向上を図る。 

 

［実績］ 

平成１９年３月から毎週金曜日に電子メールマガジン＊発行サービスを開始

している。 

・ 発行部数：２７，１８２部 （H19 年 9 月現在） 

・ 登録ユーザー数：1，３６８人 

 

(5) 基幹系業務システム＊の再構築 

［目的］ 

既存のホストコンピュータ＊で構築しているいわゆるレガシーシステム＊を

刷新し、柔軟性及び発展性の高い情報システムへ移行する。これにより、ハー

ドウェア＊・ソフトウェア＊経費や保守委託経費等のトータルコストの縮減、シ

ステムの全体最適化、セキュリティの強化、電子自治体へのスムーズな対応を

図る。 

 

［実績］ 

平成１９年６月から福祉システムの再構築を開始し、平成１９年８月からは

住基・税・財務会計システムの再構築に着手した。 

・ 平成２０年 ４月 福祉・財務会計システム稼動予定 

・ 平成２０年１１月 住基・税システム稼動予定 

 

1.6. 第二次計画の未実施事業 

 未実施となった６つの事業についての主な要因、次期計画への引継ぎは、次表の

とおりである。 
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事業名 未実施の主な要因 次期計画への引継ぎ等 

市税電子申告サービス

の導入 
･平成１８年に社団法人地方税電

子化協議会が設立され、共同利

用型の電子申告システム（ｅ

LTAX＊）が開発されている。こ

のシステムの利用にあたって

は、負担金方式を採用してお

り、費用面での課題があること

や、県内市町村をはじめ未実施

の団体が多いことから情報収

集をしているところである。 

引続き検討すべきと考える。 

 

理由） 

・平成１８年より国税で電子

申告が開始された。 

・平成１８年に社団法人地方

税電子化協議会が設立さ

れ、共同型の電子申告シス

テムが開発されている。 

・国の指針である電子自治体

オンライン利用促進指針に

示される推進手続きに選定

されている。 

・近い将来、国税で利用して

いる市民･事業者が、導入を

要望する可能性が大であ

る。 
物品等電子調達サービ

スの導入 
・国のオープンソース＊推進のた

めの事業により導入できない

か検討したところであるが、最

終的には採択されなかった。 

引続き検討すべきと考える。 

 

理由） 

・市内部の基幹業務系システ

ム＊の再構築が始まった。

これにより、システムがオ

ープン化されるため、技術

的に電子調達システムと内

部システムとの連携ができ

るようなる。 
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事業名 未実施の主な要因 次期計画への引継ぎ等 

公金電子収納サービス

の導入 
･全国他自治体での取り組み事例

が少ない。 

･市のシステムがオープン化され

ていないためシステム的に民間

金融機関のシステム（マルチペ

イメントネットワーク＊）との連

携がむつかしい。 

引続き検討すべきと考える。 

 

理由） 

･電子申請・公共施設予約シス

テムが既に稼動している。さ

らなる市民の利便性向上の

ため電子的申請から電子的

な収納までの一連の流れが

必要である。 

･市内部の基幹系業務システ

ム＊の再構築が始まった。こ

れにより、システムがオープ

ン化され、民間金融機関との

システム連携ができるよう

になる。 
電子相談システムの拡

充 
･広聴業務（市民からの意見・相

談に対する回答）について組織

的な理解が不十分である。 

･システム的な検討ではなく運用

の面での検討が重要であった。 

･費用の面からシステムのリニュ

ーアルができなかった。 

引続き検討すべきと考える。 

 

理由） 

･市民ニーズの把握、市民ニー

ズの施策への反映は、非常に

重要である。 

･市民にとってのシステムの

使いやすさ、見やすさ等、シ

ステムの利活用をさらに推

進していく必要がある。 
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事業名 未実施の主な要因 次期計画への引継ぎ等 

カルチャーアーカイブ

＊の拡充 

･古くなったコンテンツ＊を更新

する必要があるが、コンテンツ

に関しては、関連課と調整がで

きなかった。 

･那覇市独自のものに集約す

る方策もあるが、原則とし

ては廃止する方向で検討す

る。 

 

理由） 

･沖縄県でも同じ事業を実施

している。（Wonder 沖縄） 
市役所コールセンター

＊の設置 

･他自治体での取り組み事例が少

ない。 

･費用対効果の面での課題があ

る。 

･市民からの質問・回答をデータ

ベース＊化する必要があり全庁

体制となるため、推進ができな

かった。 

･将来的には必要であると考

えるが、経費面で、次期計

画の３年間での実施見込み

がないので、次期計画には

盛込まない。 

 

理由） 

･コールセンター＊を実施す

る前に、まず電子相談システ

ムやその他各主管課へ寄せ

られる市民からの質問・回答

を総合的にデータベース＊

化し、調査・研究することが

先決である。 
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1.7. 課 題（推進体制について） 

第二次情報化計画の進捗状況は、前表のとおり実施済、着手・継続を併せると計

７３．９%と、それなりに実績を残しているが、推進体制については反省すべき点が

多かった。 

 

(1) 業務主管課が計画の存在を知らないことがあった。計画の策定時には認知してい

ても、人事異動で担当者が変わるときに業務の引継ぎが行われず、存在を忘れら

れてしまうことがある。 

(2) システムの運用について、操作の方法がわからないために手作業などの別の方法

をとることにより、システムが使われなくなり変質してしまうことがある。 

(3) 最低でも年 1 回程度の進捗会議を開催して確認しないと、具体的な行動が起こさ

れない。 

(4) 財政状況が厳しいことから、過剰な自己規制が働いて実施計画、予算要求などを

控えてしまう。 

 

 

1.8. 次期計画における推進体制について 

上記 1.7 の課題についての反省点から、次期計画については次の点に留意して推

進すべきである。 

 

(1) 計画策定は、議案としていきなりＩＴ推進本部に提出するのではなく、主管課レ

ベルで議論をする。その内容は、ＩＴ推進本部のメンバーである部長等を通して

計画に反映させる必要がある。 

(2) 計画には、担当部署を明示することとする。 

(3) 最低でも年 1 回の進捗確認会議を開催し、その際の進捗状況報告は、担当部署が

行う。 

(4) 人事異動後には、担当者が変わったかどうかを確認して、必要であれば計画の詳

細な説明やシステムの操作研修などを行う。 

(5) 計画策定後、予算が必要なものについては、すぐに実施計画要求書を作成して計

画を具体化するとともに、提出の準備をする。 
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別表１ 

事業名 担当部署 事業概要 進捗状況（H19.9.1現在） 進捗区分

電子申請・届出サービス
の拡充

市民課
税制課
情報政策課

インターネット上で各種行政手続の申請や届
出ができるサービスで、法令等により適用を
除外された手続や電子化が困難な手続を除
き、全ての行政手続への適用を検討する。

平成１７年２月より稼働
電子申請サービス２８手続き、様式ダウン
ロードサービス１４６手続きを実施
平成１９年１０月（予定）から新システムに
変更予定
電子申請サービス９手続きへ変更予定

◎

電子公共施設予約サービ
スの導入

情報政策課

那覇市が管理する公共施設の予約状況の確
認、利用予約、抽選、施設案内等をパソコン
や携帯電話から行うサービスの導入を検討す
る。

平成１７年１２月より稼働
対象施設：１６施設
予約・空き状況照会は７施設、空き状況照会
のみは９施設実施

◎

市税電子申告サービスの
導入

市民税課
税制課
情報政策課

申告時に直接窓口へ出向くことなく、イン
ターネットを利用して市税の申告を行うこと
ができるサービスの導入を検討する。

検討中（未実施） △

証明書自動交付機のサー
ビス拡充

市民課
税制課
情報政策課

現存の自動交付機の各種税証明・戸籍証明等
といったメニューの拡大や、利用時間の延長
等を検討する。
また、支所等の出先機関への設置拡大や、大
規模集客施設等の民間施設へもセキュリティ
の課題等を解決しながら設置を検討する。

平成１７年１１月に自動交付機のリニューア
ル（住基カード対応）、簡易申請端末機を設
置
平成１８年２月本庁設置の１台に各種税証明
のメニューを拡大
また、平成１９年２月に広域自動交付機とし
て、那覇市の民間商用施設２ヶ所に１台ずつ
設置

◎

住民基本台帳カードの利
用拡大

情報政策課

住民基本台帳カードは、磁気カードと比べ高
度なセキュリティ機能を有していることか
ら、市民のニーズを踏まえ、本カードを活用
した多様な電子行政サービスの提供を検討す
る。

平成１９年２月より、住民基本台帳カードを
利用して自動交付機で証明書の交付を受ける
ことができる。
また、平成１９年１月より、市内図書館にお
いて図書貸出カードとして利用できる。

◎

公共事業入札等の電子化
契約検査室
情報政策課

入札、契約、施行等の公共事業の一連の手続
に係る事業者の事務負担の軽減、契約事務の
効率化を図るため、国土交通省ＣＡＬＳ／Ｅ
Ｃ地方展開アクションプログラムを参考に、
公共事業入札業の電子化を検討する。

平成１８年７月那覇市ＣＡＬＳ／ＥＣ推進委
員会が発足し、導入に向け着手
平成１９年度中に導入、稼動予定

○

物品等電子調達サービス
の導入

管財課
情報政策課

物品調達等に関わる一連の調達手続を、イン
ターネットを利用して電子的に行い、事務の
効率化・迅速化、入札手続の透明性・競争性
の向上及び応札者等の負担を軽減するため、
物品等電子調達サービスの導入を検討する。

（検討）未実施
国のオープンソース推進のための事業により
導入できないか検討したところであるが、最
終的には採択されなかった。

△

公金電子収納サービスの
導入

情報政策課

那覇市の地方税・使用料・手数料等の公金の
納付・収納業務を電子化することで市民の負
担を軽減し、サービスの向上を図ることや内
部の事務処理の効率化を図ることを目指しま
す。インターネットバンキングやＡＴＭなど
から支払いが可能となるサービスの導入を検
討する。

検討中（未実施）
実績として、平成１９年に国税の電子申告納
税証明書に対応するソフト（e-tax）を導入し
た。

△

新図書館情報システムの
導入

図書館
情報政策課

現行の図書館情報システムのリニューアルに
あたっては、利用者のニーズを踏まえ、イン
ターネット上で蔵書検索や貸出予約等が可能
なシステムの導入を検討する。

平成１９年１月より、住民基本台帳カードも
利用できる新図書館システムが稼動済み。
インターネット上から本の予約や貸出状況の
確認を行うことができる。

◎

第二次情報化計画　進捗状況

◎：実施済　○：着手、継続　△：検討（未実施）

ＩＴを利活用した電子行政サービスの拡充
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事業名 担当部署 事業概要 進捗状況 進捗区分

ポータルサイト（総合窓
口）としてのホームペー
ジの拡充

秘書広報課
情報政策課

携帯電話等への対応も含めてウェブアクセシ
ビリティの確保と機能拡充を図ります。ま
た、那覇市のポータルサイト（総合窓口）と
しての役割を担うことからバリアフリーやユ
ニバーサルデザインに配慮し構築する。

平成１８年１月に那覇市公式ホームページ運
営管理要綱及び那覇市ホームページ運営委員
会要綱を制定し、市の機関の統一されたホー
ムページの構築に向けての取組みを開始
また、ホームページ作成ガイドラインを策定
した。

○

電子メールマガジンサー
ビスの導入

秘書広報課
情報政策課

市政に関する最新情報を定期的に希望者に電
子メールで配信が可能な「市政メールマガジ
ンサービス」を検討する。イベント情報・選
挙速報等の即時性が求められる情報、災害時
の安全・安心の確保に必要な情報、広報誌の
ダイジェスト版等の定期情報、福祉・教育・
環境・健康等の分野別情報の配信を検討す
る。

平成１９年３月から電子メールマガジン「情
報パックなはメール」の配信を開始

◎

インターネット上での公
文書目録の公開

情報政策課

平成１６年度から稼働している文書管理シス
テムの情報を活用し、市の公文書目録をホー
ムページ上で検索できるサービスの導入を検
討する。また各種統計調査の報告書や事業の
計画・報告書、要覧等の市政資料を電子化
し、資料名、年度、組織、分類等により検索
することや、ホームページからダウンロード
できるサービスを検討する。

公開文書の抽出等、公開に向けて準備中
平成１９年度中に導入予定

○

電子相談システムの拡充
市民協働推
進課
情報政策課

平成１６年度から全庁各課（室）へのイン
ターネット上で相談、問い合わせ及びＦＡＱ
検索が可能な「インターネット相談窓口シス
テム」が稼働している。今後はこれを発展さ
せ、顧客志向の視点を持つ行政ＣＲＭの手法
を取り入れ、幅広く市民の声を反映できる新
たな広聴システムを検討する。

検討中（未実施） △

ＩＴを利活用した市民・事業者・ＮＰＯとの協働のまちづくり

◎：実施済　○：着手、継続　△：検討（未実施）
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事業名 担当部署 事業概要 進捗状況 進捗区分

観光情報提供サービスの
拡充

観光課
情報政策課

平成１６年度に観光サイトのリニューアルを
行った。今後は、多くの入域客が事前にイン
ターネットで情報収集して来県することや、
観光関連産業は那覇市の基幹産業であること
から沖縄県コンベンションビューロ、那覇市
観光協会等の、他機関との連携をしながら観
光情報システムの拡充を図る。

平成１９年４月より観光ポータルサイト（Ｎ
ＡＨＡ－ＮＡＶＩ）のリニューアルに着手
し、同年１０月より新しいサイトにて観光情
報の発信を行っている。

○

インキュベート施設等で
の企業支援、ＩＴ人材の
育成・交流

商工振興課

那覇市は、情報産業の振興を重視しており、
情報通信産業振興地域および情報通信産業特
別地区の指定を受けた。平成１５年に情報産
業の起業支援、ＩＴ人材の育成・交流を目的
としたインキュベート施設であるＩＴ創造館
を建設した。国、県等と連携し情報通信事業
の振興とＩＴ技術者の育成を図る拠点として
拡充を図る。

企業立地促進助成金制度の実施
ＩＴ人材育成特区指定 ○

産学官共同による情報産
業の活性化

商工振興課

情報通信産業の振興のためには、民間企業が
有する技術・ノウハウや活力、大学・専門学
校等の研究機関が蓄積している先端技術や知
的財産など、それぞれの得意分野を活かした
取り組みを連携して進める必要がある。また
情報関連学会や情報関連産業とのコンソーシ
アム形成により、新たな分野の実証事業等の
展開を進めます。

先進・実践統合型ＩＴ人材育成事業の実施 ○

カルチャーアーカイブの
拡充

情報政策課

（関連部署）
文化振興課
観光課
歴史博物館
教育委員会文化
課

時間の経過により「オキナワカルチャーアー
カイブ」のコンテンツの陳腐化や、新たな分
野のコンテンツ追加のため、データの追加更
新が必要となっており、継続的事業として
アーカイブ事業を拡充する。また本市の所有
する歴史資料や博物館等の収蔵資料について
知的所有権や人的権利に関する課題を解決し
ながらデジタルミュージアム等の構築を検討
する。

検討中（未実施） △

空間情報共有化の推進 情報政策課

現在、地籍データをもとに道路台帳図、地番
図、家屋図、上下水道台帳図等の各情報を整
備し、庁内統合型ＧＩＳシステムとして運用
している。今後は多目的で利用できる空間情
報基盤の整備により、ホームページ上で地図
情報を公開することや、バリアフリーマッ
プ、環境マップ等への活用、観光サイトとの
連携等の検討を行う。

都市計画情報提供システム等を新設した。 ◎

ＩＴを利活用した観光・産業・文化の振興

◎：実施済　○：着手、継続　△：検討（未実施）
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事業名 担当部署 事業概要 進捗状況 進捗区分

庁内統合型情報システム
の構築

情報政策課

効率的な自治体経営を実現するためには、こ
れまで個別に運用してきた財務会計、人事給
与、福利厚生、文書管理、庶務管理等の各シ
ステムと、今後増加が想定される電子申請、
電子申告、電子施設予約等のフロントオフィ
ス業務とのシームレスな連携が必須となる。
これに対応するため、基盤システムの整備と
各システムが高度に連携する庁内統合型情報
システムの構築を進める。

基幹系業務システム再構築と並行して実施 ○

既存基幹業務システムの
再構築

情報政策課

電子市役所として電子申請、電子申告などの
インターネット等によるノンストップサービ
スを提供するためには、現在のホストコン
ピュータで構築しているシステムいわゆるレ
ガシーシステムを刷新し、柔軟性及び発展性
の高い情報システムへの移行が必要となる。
そのため、既存の基幹業務システムの再構
築、システム運用業務のアウトソーシング、
ＡＳＰの導入、近隣市町村とのシステムの共
同調達等の手法を検討する。

平成１８年１０月より着手
１９年１月～４月機能要件確定
５月～７月事業者選定
８月～構築
平成２０年福祉システム稼動予定
平成２１年住基・税・財務会計システム稼動
予定

○

情報セキュリティ、リス
クマネジメントの確立

情報政策課

「那覇市情報セキュリティポリシー」の周知
徹底とセキュリティ教育に重点を置いた適切
な運用を進める。内部及び外部監査の実施を
通じて具体的な計画の実施・運用、一定期間
ごとの計画や方針の見直しにより、総合的な
リスクマネジメントの確立について検討す
る。

新採用職員へのセキュリティ教育の実施
情報セキュリティ実施手順書の作成
個人情報保護・情報セキュリティハンドブッ
クの作成

○

事業名 担当部署 事業概要 進捗状況 進捗区分

市役所コールセンターの
設置

情報政策課
他

市民からの電話、ＦＡＸ、メール等への問い
合わせに答えるという機能、要望や苦情を受
け付けるという機能に加え、蓄積された情報
を那覇市の資産として積極的な活用が可能と
なるコールセンターが増大することが想定さ
れる。

検討中（未実施） △

情報リテラシーの向上事
業

情報政策課

公的施設等を有効活用し、ＮＰＯ、情報関連
事業者との協働によるＩＴスキルアップ講習
会の実施を検討する。また情報ボランティア
の活動に参加希望する人の情報をデータベー
ス化し、ボランティアに参加する人とボラン
ティアを必要とする人や団体との情報交換が
可能となるシステムの整備を検討する。

平成１７年４月より市民利用インターネット
端末を本庁舎、市民サービスセンター、各支
所へ設置
平成１９年１１月見直し予定

○

◎：実施済　○：着手、継続　△：検討（未実施）

◎：実施済　○：着手、継続　△：検討（未実施）

ＩＴを利活用した行政経営の高度化

ＩＴの利便性を享受できる環境の創出
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携帯電話・PHSの保有状況
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パソコンの保有状況

全国
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平成１６年度 平成１９年度

保有率

２. 市民・事業所ニーズ 

 
【市民アンケート編】 

 

(1) パソコンの保有は約６割 

当市のパソコン保有率は 57.2％※１で、前回の 52.7％※２より 4.5 ポイント上昇して

います。国の調査結果※３と比較すると、その差は 16.9 ポイントであり、前回の調査

時点より差が縮小しており、全国値より低い状態ですが、パソコンは徐々に本市民の

生活に浸透してきていることがうかがえます。 

 
 
 
 
 
 
 

※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

※２ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 16 年 8月末現在） 

※３ 総務省情報通信政策局 通信利用動向調査報告書世帯編（平成 18年末現在） 

 

 

(2) 携帯電話・ＰＨＳ保有は全国並み 

全国的に見ても普及が著しい携帯電話・ＰＨＳ保有率は 83.5％※１で、国の調査結 

果※２の 86.8％とほぼ同じ値となっています。全国と同様、本市においてもパソコンよ

り携帯電話・ＰＨＳの保有率が高くなっています。今後もこの携帯電話・ＰＨＳの保

有率は伸びていくものと思われ、携帯電話・ＰＨＳを利活用した市民サービスの導入

を検討していく必要があると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

※２ 総務省情報通信政策局 通信利用動向調査報告書世帯編（平成 18年末現在）

 平成 16年度 平成 19年度 

全国 77.5% 74.1% 

那覇市 52.7% 57.2% 

 携帯電話・PHS 

保有率 

パソコン 

保有率 

全国 86.8% 74.1% 

那覇市 83.5% 57.2% 
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(3) インターネットの利用は５割程度 

本市のインターネット利用状況は 49.2％※１で、前回の 44.8％※２より 4.4 ポイント

上昇しています。国の調査結果※３と比較すると、その差は 26.5 ポイントと大きな差

があります。しかし、利用者は確実に増加しており、インターネットの利用が日々の

生活に浸透してきていることがうかがえます。 

 
 平成 16年度 平成 18年度 

全国 69.4% 75.7% 

那覇市 44.8% 49.2% 

 
 
 
 
 

※１ 平成 18年度市民意識調査より算出（平成 18年 10月末現在） 

※２ 平成 16年度市民意識調査より算出（平成 17年 2月末現在） 

※３ 総務省情報通信政策局 通信利用動向調査報告書世帯編（平成 18年末現在） 

 
 
(4) ブロードバンド＊化は全国並み 

自宅のパソコンのインターネット接続環境では、70.9％※１がＡＤＳＬ＊、光ファイ

バー＊、ケーブルテレビ＊のブロードバンド＊回線を利用しており、前回の 54.3％※２

より 16.6 ポイント上昇しています。国の調査結果※３の 67.9％と比較すると、本市が

少し高くなっており、ブロードバンド＊化が全国並みに進んでいることがうかがえま

す。 

 
 
 
 
 
 
 

 
※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

※２ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 16 年 8月末現在） 

※３ 総務省情報通信政策局 通信利用動向調査報告書世帯編（平成 18年末現在）

 平成 16年度 平成 19年度 

全国 47.8% 67.9% 

那覇市 54.3% 70.9% 

インターネットの利用状況
（無回答を除く）

全国
75.7%全国

69.4%

那覇市
49.2%

那覇市
44.8%

0%

50%

100%

平成１６年度 平成１８年度

利用率

インターネットの接続環境

全国
47.8%

全国
67.9%

那覇市
70.9%

那覇市
54.3%

0%

50%

100%

平成１６年度 平成１９年度
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(5) 情報化に対する市民要望 

① どこでもだれにでも利用できる各種サービスの提供を求めています。 

将来実現してほしいサービスについては、「インターネットを活用した住民票な

どの証明書を申請から取得までできるサービス」（図 1）、「コンビニエンスストア

などで税金や手数料などの支払いが行えるサービス」（図 2）が最も多くなってお

り、市民が市役所に出向かず、好きな時間に行政サービスが受けられることを望

んでいます。また、高齢者や障がい者にも利用しやすいサービスを望む方も多く、

デジタルデバイド（情報格 

差）対策も必要であると思 

われます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

 
② 安全・安心できる環境を求めています。 

個人情報の漏えいなどセキュリティについて不安を感じるなどというセキュリ

ティ・個人情報保護等に関する意見が多く、情報化を進めていくうえでは、セキ

ュリティ対策への取り組みは必要不可欠であると思われます。

将来実現してほしいインターネットを活用したサービス（図１）

11.8%

1.9%

14.6%

5.9%

6.7%

10.2%

13.3%

22.1%

28.6%

30.3%

31.8%

34.3%

42.1%

43.0%

0% 20% 40% 60%

無回答

その他

特にない

ＳＮＳのような、意見を出し合える場の開設

犬の登録申請、死亡届

議会中継の視聴

水道使用開始届など

市の保有する情報の閲覧・請求・受領

税などの申告

各種講座・イベントなどの申し込み

選挙の投票

税金や手数料などの確認や納付

粗大ごみ収集の申し込み

住民票などの証明書を申請から取得までできるサービス

その他将来実現してほしいサービス（図２）

5.8%

2.4%

7.5%

21.3%

22.1%

31.7%

32.9%

40.1%
57.1%

0% 20% 40% 60%

無回答

その他

特にない

市役所コールセンターの設置

防犯情報や防災情報など、市民生活の安心安全に関する

情報を電子メールで配信するサービス　　　　　　　　　　　　　

公共施設などへの無料開放パソコンを増やす

パソコンを使えない方を対象にしたパソコン講座の充実

市役所内に、各種手続や各種証明書の交付申請･発行など

の行政サービスを１ヶ所に集約した総合受付窓口の設置　　

コンビニエンスストアなどで税金や手数料などの支払いが

行えるサービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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【事業所アンケート編】 

 

(1) インターネット敷設の増大 

パソコンの配置状況では、約６割※１の事業所において、従業員数の 80％以上の割

合でパソコンが配置されています（図 1）。また、パソコンを配置している事業所の約

７割※１が 80％以上の割合でインターネットに接続しています（図 2）。 

今回、事業所のパソコンがインターネットに「すべて接続している」割合が 49.5％

で、前回の調査での 37.3％※２に比べ、12.2 ポイント高くなっています（図 3）。各事

業所において、パソコン等の設備導入が進んでいることがうかがえます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

※２ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 16 年 8月末現在） 

パソコンの配置状況（図１）

80％以上100％
未満の割合で配

置している  17.1%

100％以上の

割合で配置し
ている　　41.7%

60％以上80％
未満の割合で配
置している 　5.5%

40％以上60％
未満の割合で配

置している  8.3%

20％以上40％

未満の割合で配
置している　 9.1%

20％未満の割合
で配置している

　8.6%

配置していない
　9.1% 無回答　0.6%

インターネットの接続状況（図２）

接続していない
　4.6%

80％以上～100％
未満の割合で接続
している　　  19.6%

100％以上の割合
で接続している
　49.5%60％以上80％

未満の割合で接続
している　　  7.0%

40％以上60％
未満の割合で接続
している　　  8.3%

20％未満の割合で
接続している　8.3%

20％以上40％
未満の割合で接続
している　　　  2.8%

　事業所のパソコンがインターネットに
すべて接続している割合（図３）

37.3%

49.5%

0%

50%

100%

平成１６年度 平成１９年度



第３章 那覇市の情報化について 
 

市民・事業所ニーズ 

 
 

26 

 
(2) ホームページ＊開設は約４割 

ホームページを「開設している」が 40.1％※１(図 1)で、前回の調査での 33.3％※２

に比べ、6.8 ポイント高くなっており（図 2）、ホームページを開設している事業所が

多くなっていることがうかがえます。また、「開設している」、「開設を計画中」を合

わせると５割を超えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

※２ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 16 年 8月末現在） 

 
 
(3) 電子商取引＊の増加 

インターネット上での商品やサービスの販売について、「販売している」が 13.0％

※１で、前回の調査での 10.0％※２に比べ、若干ではある（３ポイント）が高くなって

います。 

また、インターネット上での商品や 

サービスの購入については、「購入して 

いる」が 44.8％※１で、前回の調査での 

31.9％※２に比べ、12.9 ポイント高くな 

っています。 

 
 
 
※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

※２ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 16 年 8月末現在）

事業所のホームページの開設状況（図１）

開設して
いない

　47.0%

開設している

　40.1%

開設を計画中
　12.4%

無回答　0.6% 事業所がホームページを開設している割合（図２）

33.3%
40.1%

0%

50%

100%

平成１６年度 平成１９年度

電子商取引の割合

平成16年度
31.9%

平成16年度
10.0%

平成19年度
13.0%

平成19年度
44.8%

0%

50%

100%

販売している 購入している
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(4) 情報化の進展への対応 

業務のシステム化やインターネットを利用した電子商取引＊などの情報化の進展に

対しては、「積極的に対応していきたい」、「可能な限り対応していきたい」という事

業所が約 70％※１となっており、情報化の進展に対して対応していきたいと考えている

事業所が多いことがうかがえます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

 
 
(5) 行政情報の入手方法 

行政情報の入手方法としては、最も多かった「通知・案内文書」は、前回の調査結

果と変わらないものの、今回、「那覇市ホームページ」からの情報の入手が２番目※１

に多い結果となっています。 

前回の調査では５番目※２であ 

あったことからすると、市ホ 

ームページからの情報入手が 

増えてきていることがうかが 

えます。 

 
 
 
 
 

※１ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19 年 7月末現在） 

※２ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 16 年 8月末現在）

情報化の進展への対応

無回答　2.2%

わからない
　13.8%

対応していく
予定はない

　12.4%

可能な限り
対応していき
たい　　53.3%

積極的に
対応していき
たい　　18.2%

行政情報の入手方法

1.7%

1.1%

7.5%

1.4%

8.3%

14.1%

20.7%

24.3%

24.6%

34.8%

40.9%

53.3%

0% 20% 40% 60%

無回答

その他

入手していない

那覇市メールマガジン

那覇市公報

テレビ・ラジオ

広報なは（市広報紙）

窓口等を直接訪問

電話・ＦＡＸ

新聞・広告

那覇市ホームページ

通知・案内文書



第３章 那覇市の情報化について 
 

市民・事業所ニーズ 

 
 

28 

 
(6) 情報化に関して必要な支援策 

市に対して情報化に関する必要な支援策として、最も多かったのが「市役所の窓口

に行かなくてもインターネットを通じて各種手続きができるようにする」、次いで、

「市が保有するビジネスに役立つ情報の開示を進める」、「企業向け講習会の開催など

によって情報化を担う人材の育成支援を行う」と続いています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 那覇市情報化に関するアンケート調査より算出（平成 19年 7月末現在） 

 
 

 

 

市に対しての情報化に関する必要な支援策

2.5%

1.9%

6.1%

7.2%

7.7%

8.0%

9.7%

12.2%

17.1%

26.8%

28.2%

34.5%

65.7%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

その他

特になし

どのような支援が必要なのかわからない

電子商取引を行うサイトを構築し、希望する企業はそこか

ら商品の売買ができるようにするための支援を行う　　　　

ポイントカードや電子マネーなどＩＣカードを活用した事業を
導入し、商店街や中心市街地の活性化を進める　　　　　　

企業間の情報交換や交流ネットワークづくりの支援を行う　

専門技術者の派遣などによるシステム運用に関する技術
的な支援を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

経営に情報技術を活用するためのノウハウなどの知識的

な支援を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

情報化関連の融資制度により、情報化について財政面で
の支援を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企業向け講習会の開催などによって情報化を担う人材の

育成支援を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市が保有するビジネスに役立つ情報の開示を進める

市役所の窓口に行かなくてもインターネットを通じて各種

手続ができるようにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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第４章 基本方針 

 

１. 基本理念 

第一次、第二次情報化推進計画では、市民に対するサービスとして主に「電子相

談システム」「電子申請・届出サービス」「電子公共施設予約サービス」「広域自動交

付機のサービス」「電子メールマガジン＊サービス」を提供してきたところです。 

しかし、平成１９年６月～７月に実施した那覇市情報化基礎調査＊結果によると、

電子申請手続きサービスの認知については、電子申請手続きサービスを「知らない」

が８１．６％となっており、公共施設予約システムの認知についても、システムを

「知らない」が８５．３％となっている状況でありました。 

また、「市の情報化における現状の課題・問題点」については、「市民サービスが

向上した実感がない」が４６．６％と最も多く、さらに、「情報化を進めるうえで重

要視すべきこと」では、「市民の利便性の向上」が６１．６％と最も多い状況であり

ました。さらに、現在の主なサービスの利用状況について、電子申請手続きサービ

スの利用率は、約０．１％以下、公共施設予約サービスの利用率（公園管理施設の

み）は、約４０％、自動交付機の利用率（住民票のみ）は、約６．５％となってお

ります。 

このことから、これまで提供してきたサービスについて、まだ利用されていない

状況であり、市民が利便性を実感できないということがうかがえます。 

その他、「市の情報化における現状の課題・問題点」の回答結果では、「子どもを

狙った犯罪に対応できるサービスがない」、「現在のサービスが高齢者、障がい者に

とって利用しづらい」「災害時の緊急情報発信が不十分」「個人情報のセキュリティ

対策が不十分」等の意見が多い状況でした。住民の安心・安全の確保、情報リテラ

シー＊の問題や情報セキュリティに対する不安感が大きいものとうかがえます。 

以上の結果から、次期計画においては、高齢者を含めた市民が利便性を実感でき、

個人情報保護対策等の情報セキュリティの高い安心･信頼される情報化を目標に進

めていく必要があります。 

また、これから多くの需要が見込まれる付加価値の高い情報通信関連産業の展開

による地域の活性化を図っていく中で、地元情報通信関連産業への支援、育成や情

報通信関連企業の誘致、集積の促進も、今後の情報化施策の柱となるものと考えま

す。 
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そこで、第三次情報化推進計画策定にあたっては、 

 

「情報化で便利、安心、地域を活性化する電子自治体をめざして」 

 

を基本理念として掲げ情報化を進めていくこととします。
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２. 基本目標 

基本理念を効果的に実現するためには基本目標を明確にする必要があります。そ

こで地域情報化の実現に向けての基本目標を次のとおり示します。 

以下の区分に掲げるサービス等を実現するにあたっては、本市の外部委託の推進に

関する指針に基づき、ＡＳＰ＊方式等のアウトソーシング＊による導入を推進します。 

 

 

区分 1 利便性を実感できる市民サービスの提供 

ＩＣＴ＊を利活用し、市民が、窓口に訪れることなくサービスが受けられ、窓

口に訪れた時にも親切丁寧で便利に利用でき、だれもが平等に受けられるサー

ビスの提供を推進します。 

 

区分 2 市民参画・協働の推進 

ＩＣＴ＊を利活用し、市民の求める情報発信、市民と市民の情報共有、市民と

行政の情報共有を図るとともに、市民の要望や意見が施策に反映される機会の

拡充や仕組みづくりを推進します。 

 

区分 3 高度・効率・安全な行政運営 

上記の目標を達成するため、ＩＴガバナンス＊を担う組織体制の整備を進め、

システムの費用対効果を検証しながら、庁内システムの高度・効率化を図ると

ともに、情報の安全対策等に十分配慮し市民に信頼される行政運営を推進しま

す。 

 

区分 4 情報通信関連産業の支援 

国や県と連携し、観光産業に続くリーディング産業＊として期待される情報通

信関連産業の企業誘致、地元ＩＴ企業やベンチャー企業＊への支援、人材の育成

の拡充を図り、地域経済の活性化を推進します。 
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３. 施策体系 

利便性を実感できる市民サー
ビスの提供

市民参画・協働の推進

高度・効率・安全な行政運営

情報通信関連産業の支援

情報セキュリティの強化

ＩＴ人材の育成事業

情報通信関連産業の活性化事業

ＩＴガバナンス（電子自治体推進体制）の確立・強化

庁内システムの高度・効率化の促進

情報リテラシーの向上事業

市公式ホームページの充実

電子相談システムの充実

安心・安全システムの導入

物品等電子調達サービスの導入

総合窓口サービスの支援事業

ｅ－モニター制度の導入

地域ＳＮＳの取組み事業

電子公共施設予約システムサービスの拡充

基本理念

住民基本台帳カードの利用拡大

証明書自動交付機の拡充

電子申請・届出サービスの拡充

具体的施策基本目標

情
報
化
で
便
利

、
安
心

、
地
域
を
活
性
化
す
る
電
子
自
治
体
を
め
ざ
し
て

市税電子申告サービスの推進

公金電子収納サービス等の導入

区分２

区分３

区分４

区分１
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第５章 具体的施策 

 

１. 利便性を実感できる市民サービスの提供 

 

 

1-1.住民基本台帳カードの利用拡大 

 

【現状と課題】 

本市では、これまでの取組として、平成１８年１月に安心・安全情報共有システム実

証実験事業において、住民基本台帳カード＊（以下「住基カード＊」という。）の利用方法

の実証やＩＣカードリーダ＊の無償配布を行いました。また、平成１９年１月に新図書館

システムを導入し、従来の図書館カードに加えて住基カード＊でも図書等の貸出ができる

ようになりました。さらに、同年２月に住基カード＊に対応する広域自動交付機の導入、

簡易申請端末機を導入してきました。このように本市は、住基カード＊の利用拡大に向け

て、着実に事業を進めてきたところであります。 

しかし、本市での住基カード＊交付枚数は、６，１１９枚（平成20年2月末現在）、交付

率は約１．９％となっており、全国に比べると低くはないが、普及しているとは言えな

い状況にあります。原因としては、①有償発行の住基カード＊がなくても行政サービスは

利用できる。②住基カード＊による電子申請等においての手続き数が少ない。③住基カー

ド＊を利用してできるサービスが少ない。などいくつも考えられますが、結局のところそ

れほどメリットを感じられないというのが市民の正直な感想だと考えます。 

以上のことから、今後も引き続き、住基カード＊の普及促進のためにも、「使えるカー

ド」「メリットを実感できるカード」として利用できるサービスを拡大する戦略が必要で

す。 

 

【事業目的】 

セキュリティの高い住基カード＊を使って、電子申請をはじめとした多目的利用を推進

し、市民の利便性、サービスの向上を図ります。 

 

【事業推進部署】  市民課・情報政策課・その他関係課 

 

【事業内容】 

(1) 住基カード＊の多目的利用の促進
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国等の助成が受けられる実証実験等に参加し、住基カード＊の多目的利用サービス 

の拡大を図ります。 

（多目的利用サービス例） 

・ 救急活動支援サービス 

・ 健康情報管理サービス 

・ 病院再来、検診予約サービス 

・ 地域通貨  など 

 

(2) 市民カードとの統合推進 

 利便性を高めるため、限られたサービスにしか利用できない市民カードとの統合を

検討します。 

 

(3) 住基カード＊普及のためのＰＲの促進 

 公的個人認証サービス＊の利用者である住民において、公的個人認証サービス＊の

認知度及び、オンライン申請活用の理解度は低いものとなっています。このような

状況認識のもと、公的個人認証サービス＊の普及及びオンライン利用促進に向けて、

住民への有効な周知広報を実施します。 

 

(4) 住基カード＊普及のためのインセンティブ＊の推進 

 住民がもっと住基カード＊を取得したくなるような動機づけのため、インセンティ

ブ＊の付与として、住基カード＊又は公的個人認証サービス＊を利用した各種サービス

を提供する場合の手数料を減額すること等について検討します。 

 
 

目標指標 現状値 目標値 

住基カード交付枚数 6,119枚 9,000枚 
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1-2.証明書自動交付機の拡充 

 

 

【現状と課題】 

本市では、平成７年に証明書自動交付機（以下、「交付機」という。）を導入し、平成

１７年には交付機をリニューアルし、かつ証明書の発行メニューを増やしました。また、

平成１９年には、南風原町と共同で証明書広域自動交付機（以下、「広域交付機」という。）

を導入しました。これは、那覇市または南風原町所有の広域交付機から那覇市及び南風

原町の住民が、相互に各種証明書が取得できるものとなっています。 

さらに、市民の利便性を高めるために、那覇市所有の広域交付機は庁舎外である民間

商用施設に設置し、利用可能時間は午前９時から午後１０時までの運用となっています。

交付機を利用するためには磁気カード＊である「なは市民カード」が必要となっています

が、平成１７年の交付機リニューアルの際に、「なは市民カード」とともに「住基カード

＊」も使用できるシステムを構築しました。 

課題としては、現在、那覇市で発行している証明書のメニューが限定的なものとなっ

ていることです。機能的に発行することは可能であるが、内部のデータの持ち方がネッ

クとなり発行できないものとなっています。 

また、広域交付機を使った証明書の発行件数は順調に推移しているが、本庁舎内に設

置している交付機と比べ発行数は少ない状況です。原因としては、広報不足が一因とな

っているのではないかと思われることから、広報を強化するとともに窓口での案内強化

や証明書発行メニューを増やすことで発行数は格段に増えるものと予想されます。 

現在の広域交付機は外国メーカーの製品であるため、機器本体に障害が起こった場合、

復旧に時間がかかること等も課題となっています。 

 

【事業目的】 

交付機及び広域交付機の拡充を推進することにより、更なる市民の利便性向上を図る

とともに窓口混雑の解消を図ります。 

 

【事業推進部署】  市民課・情報政策課 

 

【事業内容】 

(1) 広域交付機の設置拡大 

 身近な場所で各種証明書が取得できるようにするため、他市町村との共同で実施
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する広域交付機の拡大を図ります。 

 

(2) 交付機の設置台数、設置場所の拡大 

 那覇市情報化基礎調査＊結果によると、交付機及び広域交付機の設置して欲しい場

所について、最も多かったのが、「コンビニエンスストア」（54.5％）で、次いで「大

型商用施設」（19.0％）、「公民館、図書館などの公共施設」（13.6％）、「モノレール駅」

（5.1％）となっていました。 

 このことから、市民が身近なところで各種証明書が取得できるようにするため、設

置台数の拡大とともに、利便性の高い設置場所を検討し配置を進めます。 

 

(3) 交付機利用推進のための広報 

 課題にも挙げられているとおり、本庁舎の交付機の証明書発行数に比べ、広域交付

機での発行数は低い状況です。これは、広報不足によるものが一つの要因と考えられ

るので、利用推進のための有効な周知広報を検討し広報を促進します。 

 

(4) 発行頻度の高い各種証明書の種類の拡大 

 市民の利便性を拡大させるため、発行頻度の高い各種証明書の種類の拡大を図りま

す。 

 
 

目標指標 現状値 目標値 

交付機設置台数 ３台（広域交付機含む） ４台 

証明書の発行種類 ９種類 １６種類 
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1-3.電子申請・届出サービスの拡充 

 

 

【現状と課題】 

平成１６年度より沖縄県が構築した、沖縄県および県内市町村が共同で利用する電子

申請システムを利用し、約３０手続きについて電子申請を運用してきました。約２年度

間運用し利用状況に注目してきましたが、申請数は当初の予想に反してそれほど増えて

こなかった状況でありました。 

 この主な原因としては、①電子申請手続きサービスの認知度がかなり低いということ。

（那覇市情報化基礎調査＊結果から）②住基カード＊と公的個人認証＊の普及が少ないこと。

③電子申請の手続き数が少ないこと。などによるものと思われます。電子申請の手続き

の中でも人間ドック・脳ドックの申込みについては、毎年利用者が増えており、利用率

は全体の９３．９％にあたります。つまり公的個人認証＊を必要としない、ＩＤ＊・パス

ワードでの申請では、逆に利用率が高くなっていることから、②の「住基カード＊と公的

個人認証＊の普及が少ない。」ことが公的個人認証＊を必要とする申請を含む申請件数全体

を少なくしている原因の一つと考えられます。 

 

【事業目的】 

これまで実施してきたインターネットを利用した行政に対する各種申請・届出を可能

にするサービスを拡充し、使い勝手のよい、利便性を実感できるシステムにし、市民サ

ービスの質的向上を図ります。 

 

【事業推進部署】  情報政策課・市民課・税制課・その他関係課 

 

【事業内容】 

(1) 行政手続きオンライン化利用促進計画の策定 

 オンライン利用の促進は、全庁的、計画的に取り組む必要があります。よって、オ

ンライン利用促進の基本方針と取組の方向性を明確にするとともに、ＩＴ推進本部を

中心とした全庁的組織を十分に活用し、目標、スケジュール、対策内容等を包括した

「オンライン利用促進計画」を策定します。 

 

(2) オンライン利用手続き数の拡大 

 総務省があげるオンライン利用促進手続に選定された手続きを中心としてオンラ

イン化します。 
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(3) オンライン手続利用時の利便性向上 

 市民が電子申請等のシステムを利用する際に、極力手間をかけず入力できるよう、

ユーザビリティ＊の改善を図る等、利便性の向上に努めます。 

 

(4) オンラインサービスの提供手段の改善 

 パソコンからインターネットで利用することができない利用者や利用することが

できない場合があることを考慮して、携帯電話から利用できるサービスの提供等、オ

ンラインサービスの提供手段の多様化を推進します。 

 

(5) オンライン手続の広報・普及の強化 

 那覇市情報化基礎調査＊結果によると、市民の電子申請手続きサービスに対する認

知度はかなり低い結果となっています。サービスの利用方法、利用の仕方等が分から

ないことから利用されていない面があるため、オンライン手続が、市民に広く認知さ

れるよう効果的な広報・普及活動を図ります。 

 

(6) 申請から取得までできる手法の検討 

 那覇市情報化基礎調査＊結果によると、将来実現して欲しいインターネットを活用

したサービスで、最も多かったのが「住民票などの証明書を申請から取得までできる

サービス」（43.0％）となっていました。このことより、申請から取得までできる手

法を推進します。 

 
 

目標指標 現状値 目標値 

オンライン利用手続数 ７手続 １６手続 
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1-4.電子公共施設予約システムサービスの拡充 

 

 

【現状と課題】 

公共施設予約システムサービスは、平成１７年９月からスタートし、現在１６施設で

稼働しています。インターネットに接続されているパソコンや携帯電話を利用して、空

き状況を確認して予約することができる施設が７施設、空き状況の確認をすることがで

きる施設が９施設となっています。平成１９年８月末時点で、アクセス数はサービス開

始時の平成１７年に比べ約１．５倍に増え、インターネットを利用した予約も年々増え

ている状況にあります。 

課題としては、①施設の使用料の支払いの際には、従来どおり窓口に出向かなくては

ならないこと。②毎月行われているスポーツ施設の抽選についても、いまだ従来どおり

の方法で行われており、整理券獲得などのために市民が早朝から来庁している状況にあ

ること。③導入にあたっては内部事務の大幅な見直しが必要であることから、業務内部

事務の効率化がなかなか図れないこと。などがあります。 

 

【事業目的】 

これまで実施してきたインターネットを利用し、市が管理するスポーツ施設や文化施

設等の予約状況の確認、利用予約、施設案内等をいつでもどこでも行うことが可能なサ

ービスを拡充し、更なる市民サービスの向上と窓口等の事務処理の効率化、ペーパーレ

ス化を図ります。 

 

【事業推進部署】  施設の管理課・情報政策課 

 

【事業内容】 

(1) システムを利用できる施設数の拡大 

 システムを利用できる施設数の拡大を図り、市民サービスの拡充を図ります。 

 

(2) システム機能の拡大 

 市民の負担軽減のため、スポーツ施設においては、抽選機能の導入を図ります。 

 

(3) 利用料金の支払い手続きの多様化 

 市民の利便性向上のため、使用料金等の支払方法について、従来の窓口払いに加え、

口座払いの支払いなど、多様な支払い方法を検討します。
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目標指標 現状値 目標値 

予約可能施設数 ７施設 １０施設 
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1-5.市税電子申告サービスの推進 

 

 

【現状と課題】 

総務省地方自治情報管理概要（平成 19 年 9 月）によると、地方税の電子申告の実施状

況（平成 19 年 4 月現在）については、都道府県が４７団体（100％）であるのに対し、

市町村では、わずか３４団体（1.9％）であり、市町村の導入状況は、まだまだ少ない状

況であります。 

全国的には平成１８年に社団法人地方税電子化協議会が設立され、共同利用型の電子

申告システム「ｅLTAX＊（ｴﾙﾀｯｸｽ）」が開発・運用されています。（平成 19 年 4 月 1 日現

在の運営団体：47 都道府県および 19 市）また、電子申告は、国の指針である電子自治体

オンライン利用促進指針に示される推進手続きに選定されており、沖縄県は平成１８年

から電子申告を実施しております。 

那覇市情報化基礎調査＊結果によると、市に対して将来実現して欲しいインターネット

を活用したサービスについて、「税などの申告」と回答した方が２８．６％と６番目に多

い意見がありました。 

以上の国・県等の動向や市民ニーズとして、今後、電子申告サービスの導入が必要と

見込まれるので、実施に向け取組むものとします。 

実施にあたっては、庁内の税務システムとのスムーズな連携が必要であります。また、

社団法人地方税電子化協議会のｅLTAX＊を利用した運用を想定した場合、負担金としてか

なりの費用がかかるものと思われるので、費用対効果の面での検討が必要であります。 

 

【事業目的】 

インターネット等を利用し、自宅やオフィスなどから地方税にかかる申告、申請・届

出及び納税等の各種手続きを行うことを可能とすることにより、納税者の利便性向上と

税業務の効率化を図ります。 

 

【事業推進部署】  市民税課・税制課・納税課・情報政策課 

 

【事業内容】 

(1) 地方税ポータルシステム「ｅLTAX＊（ｴﾙﾀｯｸｽ）」の導入検討 

 共同利用型の電子申告システムｅLTAX＊の導入を検討します。給与支払報告書等の

可能なものから順次進めていきます。 
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1-6.公金電子収納サービス等の導入 

 

 

【現状と課題】 

那覇市情報化基礎調査＊結果によると、市に対して将来実現して欲しいインターネット

を活用したサービスとして、「税金や手数料などの確認や納付」と回答した方が、３４．

３％と３番目に多い結果となっていました。また、その他の実現して欲しいサービスと

しては、「コンビニエンスストアなどで税金や手数料などの支払いが行えるサービス」と

回答した方が、５７．１％と最も多い結果となっていました。このことから、市民が税

金や手数料の納付について、これまでの収納方法以外に、インターネットを利用して支

払いできたり、自宅近隣のコンビニエンスストア等での支払いができるよう、様々な場

所で支払いができることを望んでいることがうかがえます。 

本市では、電子申請サービスは導入されているが、電子的な納付方法手段が存在しな

いため、市民が住民票の写しなどの交付を受けたい場合、電子申請後、納付・受取のた

めに一度は市役所を訪れる必要があり、自宅にいながら行政サービスを完全に受けるこ

とのできるワンストップサービス＊までには至っていない状況です。 

 

【事業目的】 

公金の納付・収納業務を電子化することで市民の負担軽減、サービスの向上及び内部

事務の効率化を図ります。 

 

【事業推進部署】  税制課・納税課・出納室・情報政策課・その他関係課 

 

【事業内容】 

(1) インターネットバンキング＊の導入 

 インターネットに接続されたパソコンなどから電子納付ができるサービスの導入

を推進します。 

 

(2) ＡＴＭからの支払い 

 マルチペイメントシステム＊を使ったペイジー＊対応のＡＴＭからの支払ができる

よう推進します。 

 

(3) コンビエンスストアでの支払い 

 各種の税金等をコンビニエンスストアで納付できるよう推進します。 
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1-7.物品等電子調達サービスの導入 

 

 

【現状と課題】 

本市の市長事務部局での平成１８年度物品調達件数は、１７，３６１件（管財課調達

で5,984件、その他各課での調達が11,377件）となっています。 

物品調達に関する事務は、基本的に各主管課で伝票を作成し、管財課へ物品購入の依

頼を行います。管財課において、入札参加資格の審査に始まり、購入の意思決定、購入

方法の選択、業者選定、入札参加通知（見積依頼）、入札（見積）、契約締結、発注とい

う一連の事務を行っています。 

調達の相手方となる事業者にとっては、競争入札参加資格の登録申請、入札への参加

（見積書の提出）、契約書（請書）の提出、納品、請求などの各段階で市の窓口を訪れて

文書を提出するなどの手続を行う必要があり、調達に参加するためのコストが負担とな

っています。また、市の側から見ても、紙の文書によるやりとりと業者の来庁とが基本

であるため、より多くの時間と入札等場所の確保が必要となっています。 

 

【事業目的】 

物品調達に関わる一連の調達手続きを、インターネットを利用して電子的に行い、事

務の効率化・迅速化・ペーパーレス化、入札手続きの透明性、応札者の負担の軽減を図

ります。 

 

【事業推進部署】  管財課・情報政策課 

 

【事業内容】 

(1) 物品等電子調達システムの導入 

① 競争入札参加資格申請の電子化 

 競争入札の参加資格申請の受付を、インターネットを利用して電子化できるシス

テムの構築に取り組みます。 

② 物品電子入札の電子化 

 物品の入札に係る一連の事務処理を電子化し、事業者がインターネットを利用し

て入札に参加できるシステムの構築に取り組みます。 

③ 物品購入に関する情報の提供 

 物品調達手続の透明性を確保するため、入札結果等の物品購入に関する情報をホ
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ームページ等で順次提供していきます。 

 

(2) 財務会計システム等との連携 

 電子調達システムは、財務会計システムのフロントオフィス＊システムという位置

づけができます。よって、電子調達システムは、物品等調達に係る内部事務処理をよ

り迅速かつ合理的に行われることが求められているため、財務会計システムや文書管

理システムと円滑かつ効率的にやりとりができるように連携を図っていくことを検

討します。 
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1-8.総合窓口サービスの支援事業 

 

 

【現状と課題】 

那覇市情報化基礎調査＊結果によると、市に対して将来実現して欲しいサービスでは、

「市役所に、各種手続や証明書の交付申請・発行などの行政サービスを一ヶ所に集約し

た総合受付窓口の設置」（40.1％）が２番目に多い結果となっていました。このことから、

市民が総合窓口＊の設置を望んでいることがうかがえます。 

また、現在の案内窓口では、複雑な用件に対して適切な案内をすることが難しい状況

であります。このため、ときには適切な案内ができないことから、結果的に要件を済ま

せるために長時間、庁内を歩き回らなければならなかったり、必要な手続を済ませない

で帰ってしまう場合もあります。 

以上のような市民ニーズや課題の解決のためには、市役所への申請、届出、証明発行

等の手続きが一ヶ所の窓口で完了する総合窓口＊が必要となっています。 

現在、庁内組織として、那覇市経営改革本部の基本システム改革部会の下に「支所機

能及び首里支所整備検討幹事会」が設置され、支所機能のあり方について検討が進めら

れています。そのなかで支所の窓口業務の拡充については、ＩＣＴ＊活用による本庁の窓

口業務も含めた、「総合窓口＊」を検討する必要があるという方向性が示され、「窓口サ

ービスに関する検討ワーキングチーム＊」が設置されているところです。 

 

【事業目的】 

市役所への申請、届出、証明発行等の手続きが一ヶ所の窓口で完了する総合窓口＊（ワ

ンストップサービス＊）の設置に向けて、これに対応する機能を備えた業務システムの導

入を図り、市民の利便性向上、窓口業務の効率化を図ります。 

 

【事業推進部署】  情報政策課・「窓口サービスに関する検討ワーキングチーム＊」・ 

その他関係課 

 

【事業内容】 

(1) 総合窓口＊を実施するにあたっての環境の整備 

 庁内組織である「窓口サービスに関する検討ワーキングチーム＊」も発足し、総合

窓口＊を実現する方向であることから、ＩＣＴ＊によりそれを支援する業務システムの

整備を図ります。 
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1-9.情報リテラシーの向上事業 

 

 

【現状と課題】 

那覇市情報化基礎調査＊結果によると、市民のパソコン保有率は、５７．２％で、全国

（74.1％）と比べるとまだ低い結果となっています。また、インターネット利用状況に

おいても、平成１８年度の調査では４９．２％で、全国（75.7％）と比べるとまだ低い

結果となっています。さらに、６０歳以上の世代と他の世代との利用状況の差は大きい

ことから、高齢者などの情報弱者との情報格差は広がっている状況です。 

次に、市の情報化における現状の課題、問題点では、「現在のサービスが高齢者、障が

い者にとって利用しづらい」（27.5％）が３番目に多く、また、情報化を進めるうえで重

要視すべきことでは、「パソコンなどを使えない人への配慮」（33.1％）が３番目に多い

結果となっていました。 

以上のことから、電子自治体の推進にあたっては、利用者である市民の情報活用能力の

向上が必要不可欠であり、市民が電子行政サービスを利用するにあたってのユーザビリ

ティ＊の検討や情報格差の解消等の対策を進めていく必要があります。 

 

【事業目的】 

市民がだれでも身近に情報通信機器にふれ、親しむことができるよう、公民館等、地

域に密着した施設に市民開放用パソコンを設置するとともに、市民ニーズに応じた講座

の充実や情報モラル＊の教育を図るなど、市民のＩＣＴ＊学習を支援し、情報リテラシー＊

の向上を図ります。 

 

【事業推進部署】  情報政策課・公民館 

 

【事業内容】 

(1) 市民開放用パソコンの配置拡充 

 市民がどこでも情報機器に触れることができるよう、パソコンをより利用度の高い

公共施設へ配置します。 

 

(2) 市民ＩＴ講習の継続・拡充 

 広く市民に情報リテラシー＊向上のための機会を提供するため、民間事業者が行な

っているパソコンスクール等との競合を避け、パソコン講習会を開催します。 

 各公民館等でのＩＴ講習の内容充実及び拡充を図ります。また、ＮＰＯと協働して 
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進めます。 

 

(3) 電子行政サービスを使いこなすための支援 

 電子行政サービスを使いこなすための説明会の開催や、ＩＴの利活用が不慣れな

方々に特化した基礎的講習会などの開催を進めます。 

 

 
目標指標 現状値 目標値 

パソコン研修受講者数（年） ４２０人 ６５０人 
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２. 市民参画・協働の推進 

 

 

2-1.市公式ホームページの充実 

 

【現状と課題】 

本市の公式ホームページは、平成１１年１月に開設したが、当初は運営方法などにつ

いて取り決めがなく、市長事務部局以外の機関（教育委員会や上下水道局等）との連携

が取れず、全体的に統一性のないホームページになっている状況でした。そこで、平成

１８年１月に「那覇市公式ホームページ運営管理要綱」、「那覇市公式ホームページ運営

委員会要綱」を策定、さらに、平成１８年４月に「那覇市公式ホームページ作成ガイド

ライン」を策定し、市の組織全体としてのホームページの運営、ユーザビリティ＊やアク

セシビリティ＊に配慮されたホームページ作りへの取組みを進めているところです。 

しかし、ホームページを担当する職員の知識や技術に開きがあるため、思うように発

展しない、人事異動等で担当者が代わるため、ホームページの運営についての技術と意

識の引継ぎが難しい、などといった課題があります。 

那覇市情報化基礎調査＊結果によると、市ホームページの閲覧については、「見たこと

がない」（74.5％）となっており、市ホームページの認知度がまだ低いと言えます。ただ

し、見たことがある方のうち、市ホームページの使いやすさでは、「使いやすい」「やや

使いやすい」を合わせると全体の５割を超えていました。 

一方、市ホームページの使いにくい理由で最も多かったのが「目的の情報を探しづら

い」（80.5％）、次いで「メニュー（カテゴリー）が分かりづらい」（35.4％）、「リンク＊

が分かりづらい」（23.9％）、「ナビゲーションが分かりづらい」（20.4％）、「語句や文章

が分かりづらい」（15.9％）と続いていました。 

 

【事業目的】 

だれもが見やすく、使いやすく、目的の情報やサービスに素早くアクセスでき、見た

いと思わせるよう公式ホームページの充実を図り、市民への情報発信、電子行政サービ

スの拡充を図ります。 

 

【事業推進部署】  秘書広報課・情報政策課 

 

【事業内容】
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(1) 公式ホームページの管理・運営の強化 

 市公式ホームページ運営管理要綱等に沿った全庁的な管理・運営のより一層の強化

を図ります。 

 

(2) 公式ホームページのリニューアル 

 多様な市民ニーズに応えるために既存のコンテンツの整理・統合及び「那覇市公式

ホームページ作成ガイドライン＊」に基づく安定した運用が必要です。 

 そのために、だれでも容易にＷｅｂサイト＊の作成・更新ができるシステムである

コンテンツ管理システム（ＣＭＳ＊）を導入し、リニューアルします。 

 ＣＭＳ＊の導入とともに、職員に対してホームページを利用した広報意識の浸透と、

ページの作成・更新についての研修を定期的に実施します。 

 また、観光、子育て、健康等に特化したページの拡充を図ります。 

 

(3) 公式ホームページやメールマガジン＊等の利用拡大 

 「現状と課題」に述べたとおり、公式ホームページの認知度はまだ低い状況となっ

ていることから、公式ホームページやメールマガジン＊、インターネットを通して利

用できる電子行政サービス利用拡大に向けて、市民への広報を実施するとともに、市

民に便利で利用しやすいように電子行政サービスの見直しを図ります。 

 

目標指標 現状値 目標値 

サイトアクセス件数（月平均） 55,000件 80,000件 

メールマガジン＊利用者数 2,020人 5,000人 

 

(4) 外国人Ｗｅｂサイト＊の作成 

 本市には、約２，０００人（平成18年）の外国人が住んでいます。また、本市を訪

れる外国人観光客は、年間１３万６，０００人（平成17年）です。このことから、本

市に住む外国人を訪れる外国人の方々のために、現在の英語版に加え中国語等のＷｅ

ｂサイト＊を作成します。 

 

(5) 携帯電話向けＷｅｂサイト＊の作成 

 市民の携帯電話・ＰＨＳの保有状況について、那覇市情報化基礎調査＊結果による

と、携帯電話・ＰＨＳを「持っている」方が８３．５％となっている。また、年代別

にみると２０歳代～４０歳代では、「持っている」方が９割を超えています。 
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 以上の結果から、携帯電話向け情報発信として現在のメールマガジン＊に加え、携

帯電話向けＷｅｂサイト＊を作成します。 
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2-2.電子相談システムの充実 

 

 

【現状と課題】 

本市では、平成１６年に電子相談システムを導入し、市民からの相談、苦情、要望、

提案などのいわゆる「市民の声」をデータベース＊化し、全庁的な入出力やＦＡＱ（よく

ある質問と回答のデータベース＊）検索などを可能とすることにより、市民サービスの向

上を図ってきたところであります。実績としては、平成１８年度の年間全相談等の件数

５７７件のうち３３８件（58.5％）が電子での相談等となっており、電子相談システム

を利用しての市に対する相談等が高くなっています。 

しかし、稼動から３年余りが経過し、システム的な面や運用面での細かい部分ではい

くつかの課題が浮かび上がっています。たとえば、システム面では、市民側の画面にお

いては、回答内容が長文の場合でも改行がされないことから非常に見づらい。行政側に

おいては、情報の分析、処理、回答、公開等、各ステップにおいてそれぞれ操作が必要

であり、改善が必要となっている。また、運用面では、主管課の回答が遅い、回答する

担当主管課の広聴業務に対する意識が低いなどがあります。その他、質問・回答のデー

タは蓄積されているが、データを分析し、そのデータを基に市民サービスの改善や拡充

に反映させるといったところまでは至っていない状況であります。 

 

【事業目的】 

これまで実施してきたシステムの課題を解決し、さらに市民の意見､要望等とその対応

結果をデータベース＊に蓄積・整理・分析し、市民ニーズに対応した施策の推進を図ると

ともに市民サービスの向上を図ります。 

 

【事業推進部署】  市民協働推進課・情報政策課 

 

【事業内容】 

(1) システムの刷新 

 現システムの課題を解決し、これまで以上の市民サービスを図るため、新システム

の導入を図ります。特に新システムについては、市民側のユーザビリティ＊をよくし

ます。 

 

(2) 広聴業務運用の徹底 

 システムの見直しとともに、広聴業務は全庁の業務であるとの意識の徹底、広聴業
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務の効率化、取扱要領、システムマニュアル等の見直しを行います。また、年に 1 回

の研修を実施します。 

 

(3) 広聴業務の施策への反映 

 蓄積されたデータの整理、分析を行い、施策へ反映する仕組みを推進します。 

 
 

目標指標 現状値 目標値 

システム利用率 57.5％ 65.0％ 
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2-3.安心・安全システムの導入 

 

 

【現状と課題】 

本市では、平成１７年度に那覇警察署、豊見城警察署、那覇市消防本部、那覇市市民

防災室から安心・安全に関する情報提供を受け、希望者へメール配信を行う「地域安心

安全情報共有システム」の実証実験を行い、その有効性を確認することができました。 

しかし、実証実験期間が短期間であり、市民への広報も弱かったことから利用者の数

はあまり伸びず、平成１８年前半に実証実験を終了しました。その後運用方法について

検討を行っていたところ、平成１９年に教育委員会と協力して子どもの安心安全確保の

ため保護者への防犯情報提供システムとして再稼動することになりました。 

課題としては、警察署などの公的機関から情報提供を受ける場合の迅速さや情報件数

の少なさ、市民が情報を提供する場合の信憑性と確認方法等についてどのように解決し

ていくかなどがあります。 

那覇市情報化基礎調査＊結果による市民ニーズとしては、市の情報化における現状の課

題、問題点では、「子どもを狙った犯罪に対応できるサービスがない」（38.9％）という

意見が２番目に多い結果となっていたことから、子どもの安心安全確保のためのサービ

スの提供を望んでいることがうかがえます。 

今後、市民への安心・安全に関する情報提供を拡充し、地域住民の連帯感や、防犯意

識の向上に努める必要があります。 

 

【事業目的】 

近年の身近な安心安全情報を共有するコミュニティ＊の弱体化、大規模災害時に予想 

される被害の増加、子どもを狙った犯罪の増加などを背景に、身近な生活空間における

地域の安心・安全の確立とコミュニティ＊の活性化に資することを目的とします。 

 

【事業推進部署】  市民協働推進課・学校教育課・総務課・情報政策課 

 

【事業内容】 

(1) 安心安全情報共有システムの本格稼動 

 災害・防犯情報の迅速な提供など実証実験で分かった課題を解決し、関係機関と連

携した総合的な安心安全情報共有システムを構築し、全市域で利用できるように展

開・整備します。 

また、コミュニティ＊の場として利活用できるシステムとしての機能拡充を図ります。
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2-4.ｅ－モニター制度の導入 

 

 

【現状と課題】 

本市では、これまで電子相談システム、市民アンケートシステム、パブリックコメン

ト制度＊を導入し、市民の相談、意見、ニーズ等を把握し、市政の取り組みなどに反映 

させる手法を実施してきました。 

しかし、現状の市民意見等の広聴の手法だけでは十分とはいえず、各種の広聴・意見

募集制度の検討が必要であり、時間的・地理的な制約がなく、手軽に誰でも参加や意見

ができるようＩＣＴ＊を活用した手段が求められているところです。 

 

 

【事業目的】 

ＩＣＴ＊技術を活用した新しいモニタリング（意見聴取）システムにより、タイムリー

な市民の意見、意向などを把握し、市政の取り組みなどに反映させることを目的としま

す。 

 

 

【事業推進部署】  市民協働推進課・情報政策課・その他関係課 

 

 

【事業内容】 

(1) ＩＣＴ＊を活用したモニタリング制度の構築 

 公募等によりモニターを募集し、インターネットや電子メール等、ＩＣＴ＊を活用

した新しいモニタリングの仕組みを構築します。 
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2-5.地域ＳＮＳの取組み事業 

 

 

【現状と課題】 

本市では、平成１４年に市民・ＮＰＯ代表者等で構成する運営委員会を中心として電

子掲示板「電子ゆんたく広場」を開設しました。当初は、運営委員会がパーソナリティ

ー＊としてメールによる質問を受け、これに回答する方式で運営してきたものの、質問 

へ対応する委員の負担が大きく、平成１５年末には、だれでも自由に書き込みができる

フリーの電子掲示板方式へと形態を変更し運営してきました。 

しかし、投稿者の誹謗中傷、荒らし等の無益な投稿が増加し、掲示板の質の低下が目

立ったことから、平成１７年に掲示板を閉鎖した経緯があります。その後、電子掲示板

のあり方の検討や他自治体の動向等を調査した結果、地域ＳＮＳ＊(ソーシャルネットワ

ーキングサービス)のような会員制の掲示板への移行が望ましいのではないかというこ

とになりました。 

本市では、市民を積極的にまちづくりに参画してもらうことにより、市民と行政が協

働でまちづくりを行っていくことを最重要施策として掲げ、平成１９年を「市民協働元

年」として位置づけ取り組みを強化しているところであります。この協働を進めていく

うえで前提となるのが市民と行政の情報共有であり、参加しやすい環境を構築すること

であり、ＩＣＴ＊のツールは、有効な手段であると考えます。 

 

【事業目的】 

インターネット上に地域ＳＮＳ＊を設け、行政に関することから、身近な生活の話題な

どについて市民同士が自由に議論し、その意見を市政運営に活用します。また、市民同

士や市民と行政のコミュニケーションや情報共有を行い、地域コミュニティ＊の活性化を

図ります。 

 

【事業推進部署】  市民協働推進課・情報政策課・その他関係課 

 

【事業内容】 

(1) 地域ＳＮＳ＊システムの実験的導入 

 パソコンや携帯電話を利用して、日常的にサイト内の日記や電子掲示板を利用した

り、行政情報、地域情報などを入手したりすることができる地域向けの交流・情報提

供サービスを実験的に導入します。 
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３. 高度・効率・安全な行政運営 

 
 
3-1. 庁内システムの高度・効率化の促進 

 

 

【現状と課題】 

本市では、平成１６年に文書・庶務管理システムを導入し、電子決裁や文書検索によ

る事務処理の迅速化や紙資源の削減、ＩＣカード＊による打刻や庶務申請及び出勤簿管理

のシステム化による庶務事務の軽減、人件費の削減等の効率化を図りました。また、平

成１８年には、これまで利用してきたグループウェア＊を刷新し、更なる情報の共有化、

業務の効率化、運用・管理コストの縮減等を図りました。さらに、平成１９年には、ト

ータルコストの縮減、システム全体の最適化、セキュリティの確保、電子自治体への対

応、地域情報産業の振興を目的に既存の基幹系業務システム＊の再構築事業がスタートし、

全庁体制で庁内の基幹系の全システムの刷新を進めているところであります。 

このような状況から、システムの再構築に伴い、現在の窓口等の業務の運用を大幅に

見直す必要があるなど、様々な課題を解決する必要があります。また、庁内の全システ

ムがオープン化され、全体最適化が進むことにより、市民サービス向けのシステム（フ

ロントオフィス＊システム）と内部系システム（バックオフィス＊システム）との連携が

図れる基盤ができつつあることから、より一層の電子自治体への対応が求められていま

す。 

 

【事業目的】 

近年の業務の多様化への対応や厳しい財政状況を乗り越えるため、コンピュータシス

テムの導入、刷新、全体最適化等を進めることにより、今以上の業務の効率化、トータ

ルコストの削減等を図り、ひいては市民サービスの質的向上を図ります。 

 

【事業推進部署】  情報政策課・その他関係課 

 

【事業内容】 

(1) 新文書・庶務管理システムの導入 

 当該システムのリース期間満了に伴い、更なる業務の効率化・迅速化、ペーパーレ

ス化、運用・管理コストの縮減を図るため、現システムを刷新します。
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① 文書管理システムについて 

・ ＬＧＷＡＮ＊との連携の推進 

 国・県次第ではあるが、公文書がＬＧＷＡＮ＊経由で到達することを推進し、

文書電子化率を向上させ、文書事務の一層の効率化を図ります。 

・ 公文書目録公開システムの構築 

 公文書目録をインターネット上で公開するシステムを構築し、情報公開を

推進します。 

・ 文書電子化率のアップ 

 現在の電子化率は３０％前半を保持しているが、上記ＬＧＷＡＮ＊連携の他、

システムの操作性を向上させることにより庁内文書の電子化率のアップを図

ります。また、外部から紙で到達した文書は、スキャナ＊を使って電子化しま

す。 

 

② 庶務管理システムについて 

・ 各消防署員のシフト勤務管理 

消防署の２４時間交代勤務を管理できるシステムを導入します。 

 

(2) 情報システム導入に伴う既存事務処理業務の見直し 

・ これまでシステムの導入にあたっては、現行の事務処理手順に合わせシステムを

カスタマイズ＊する手法が多々あったが、今後ＡＳＰ＊等の導入が主流となってい

くことから、汎用システム＊に現行の業務を合わせていく取組みが必要であり、

システムの導入とともに既存業務の見直しを図っていきます。 

・ 情報システムでカバーしている部分のみの最適化ではなく、紙や口頭で行ってい

る業務を含めた業務全体をとらえた最適化を実施していくため、「業務・システ

ム刷新化の手引き」（総務省平成 18 年 3 月）を参考にして、自治体ＥＡ＊（Ente

rprise Architecture）の手法について研究します。 

 

 

目標指標 現状値 目標値 

ペーパーレス化率 30％ 50％ 
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3-2. 情報セキュリティの強化 

 
 
【現状と課題】 

那覇市情報化基礎調査＊結果によると、市の情報化における課題・問題点については、

「個人情報のセキュリティ対策が不十分」（24.0％）が５番目に多い結果となっていまし

た。また、情報化を進めるうえで重要視すべきことについては、「セキュリティ対策強化」

（21.4％）が６番目に多い結果となっていました。さらに自由意見においてもセキュリ

ティに対する不安、情報漏えい、個人情報保護に対する意見が多く寄せられていました。 

総務省地方自治情報管理概要（平成19年9月）によると、情報セキュリティポリシー＊

等の遵守状況について、内部監査または外部監査を実施している団体は、都道府県にお

いては４１団体（87.2％）、市区町村においては５２３団体（28.6％）となっています。 

なお、内部監査を実施している団体は、都道府県においては３３団体（70.2％）、市区

町村においては３９２団体（21.5％）、外部監査を実施している団体は、都道府県では２

６団体（55.3％）、市区町村においては２１２団体（11.6％）、自己点検を実施している

団体は、都道府県で３６団体（76.6％）、市区町村においては５９３団体（32.5％）とな

っています。また、情報セキュリティポリシー＊や情報セキュリティ対策の見直しを実施

しているのは、都道府県では４２団体（89.4％）、市区町村においては６３１団体（34.5％）

となっています。 

 以上のデータから、市区町村においては情報セキュリティ対策がまだ進んでいない状

況となっています。本市においては、セキュリティポリシー＊の策定や、職員へのセキュ

リティ研修など、これまでセキュリティ対策を行ってきましたが、内部監査及び外部監

査等については実施していない状況であり、市民からの安心感、信頼感を得られるため

には、個人情報保護対策を今まで以上に徹底する必要があります。  

 

【事業目的】 

個人情報保護等のための情報セキュリティ対策をさらに徹底強化し、市民からの信頼

感を得るとともに、市民が安心してＩＣＴ＊を利活用し行政サービスを利用できることを

目的とします。 

 

【事業推進部署】  情報政策課 

 

【事業内容】
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(1) 情報セキュリティ監査＊の実施 

 情報セキュリティポリシー＊が適切に運用されているかどうかを検証し、セキュリ

ティ対策への取り組みを進めるため、情報セキュリティ監査＊を実施します。 

 平成２０年度から３年度間の監査計画を立て、庁内の全般的な情報セキュリティ監

査＊を行います。  

 

(2) 情報セキュリティポリシー＊の見直し 

 情報セキュリティ監査＊の結果等を踏まえて、随時見直しを行います。 

 

(3) 全職員へ情報セキュリティに関する研修の実施 

 物理的・技術的な情報セキュリティ対策を施したとしても、職員等の不適切な操作、

管理上の不注意等により、個人情報の漏えい等が生じるおそれがあります。 

職員全員が常に情報セキュリティの重要性に対する意識を持ち、かつ向上させていく

必要があることから、定期的に全職員へ情報セキュリティに関する研修を実施します。 

 

(4) ＩＤＣ＊利用による高度なセキュリティ対策 

 個人情報を保護するため、厳格な施錠管理や、監視カメラ設置等の対策が充実した

ＩＤＣ＊（データセンター）施設の利用により、「施設の不正侵入の防止」、「不正な操

作の防止」、「不正な操作の監視」等の、セキュリティ対策を継続して実施します。 

 また、耐震性や耐火性に優れたＩＤＣ＊施設の利用により、災害時等における情報

処理の安定的な運用体制の確保を図ります。 
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3-3.ＩＴガバナンス（電子自治体推進体制）の確立・強化 

 

 

【現状と課題】 

総務省より平成１９年３月に策定された新電子自治体推進指針においては、「２０１０

年度までに利便、効率、活力を実感できる電子自治体」を目標とし、その目標を実現す

るための一つの取組みとして、電子自治体の推進体制の強化（ＩＴガバナンス＊の強化）

を掲げています。これを受けて、総務省から平成１９年７月に「地方公共団体における

ＩＴガバナンス＊の強化ガイド」が出されＩＴガバナンス＊強化のために必要な方策６分

野、９項目の取組み事項をあげ、これを参考にＩＴガバナンス＊の強化を推進しています。 

本市においては、平成１８年に事務分掌規則を改正し、電子自治体推進施策の企画立

案及び総合調整に関すること、電子自治体推進施策事業の進行管理及び総合調整に関す

ること等を定め、ＩＴガバナンス＊の強化を図ってきたところであります。 

しかし、ＩＣＴ＊利用が政策目標達成の手段として十分に位置づけられていません。こ

のため、ＩＣＴ＊に関する施策が自己目的化していたり、未だＩＣＴ＊利用が単純な業務

処理の機械的な段階に留まっているものがあり、電子自治体の取組みが、特定の職員の

能力や努力に依存している状況もあります。 

 

【事業目的】 

昨今の厳しい財政状況の中、組織の壁を越えて、全体最適化の見地から電子自治体全

般を強力に進めていき、最高情報統括責任者（ＣＩＯ＊：Chief Information Officer）

を中心とした推進体制の拡充により、ＩＴガバナンス＊を強化し、情報化計画に掲げられ

ている具体的施策を実現し、電子自治体の推進を図ります。 

 

【事業推進部署】  情報政策課 

 

【事業内容】 

(1) 電子自治体推進体制の整備・強化 

① ＣＩＯ＊補佐官の任用や情報システムの企画、開発、運用、評価等の業務について

責任を持って統括する体制（ＰＭＯ＊：Program Management Office）などの設置

を推進します。 

 

② 情報政策担当部門において、他課等の保有する情報資産や情報関係予算を一元的

に把握し、重複投資の排除や情報システムの全体最適化をより一層進めます。
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③ 行政改革担当部門・予算担当部門とＣＩＯ＊・情報政策担当部門間の連携強化を図

ります。 

 

④ ＣＩＯ＊補佐官に適切な人材が庁内にいない場合には、任期付任用制度等を活用し

て、外部からの人材の登用を検討します。 
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４. 情報通信関連産業の支援 

 
 
4-1.ＩＴ人材の育成事業 

 

 
【現状と課題】 

昨今のＩＴ利用の拡大及びＩＴ産業全体に占めるソフトウェアやサービスによる付加

価値の増大につれ、単なるＩＴの使い手としてのみならず、価値創造者としての高度な

ＩＴ人材育成の必要性が増大しています。 

本市では、平成１５年よりＩＴに特化したインキュベート＊施設「那覇市ＩＴ創造館」

を運営し、ＩＴ創造館に入居するＯＪＴ＊企業による人材育成、また、「専門学校特待生

奨励金事業」、「なはＩＴ人材育成特区」、「モバイルサポート人材育成事業」を実施して

きたところです。 

しかし、質の高い人材、技術力の高い人材が不足しており、今後更なる人材の育成・

確保を図る必要があります。 

 
 

【事業目的】 

情報通信関連のＩＴ人材育成を推進することにより、更なる情報通信関連産業の持続

的発展・集積を目指し、雇用の創出を推進することで地域の活性化を図ります。 

 
【事業推進部署】  商工振興課・労働農水課 

 
【事業内容】 

(1) ＩＴ産業を支える人材の育成 

① 「なは情報通信産業の集積・振興による地域活性化計画」に挙げられている数値

目標を達成するための取組みを平成２２年度まで実施します。 

② 「あけもどろの那覇 自立経済への第一歩」雇用創出プロジェクトに挙げられて

いる数値目標を達成するための取組みを平成２１年度まで実施します。 

③ ＩＴ創造館を中心に企業側と意見交換を図り、連携・協力してＩＴ人材育成のた

めの事業を計画実施します。 
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(2) 人材の確保 

 在職者や求職者等に対するセミナーや研修等を実施し、情報通信関連産業への就労 

を促していきます。 

 

(3) 人材の高度化 

 企業と連携してキャリアパス＊の構築について検討するとともに、企業に対して

キャリアパス＊を明確にした人材育成を図っていくよう要望していきます。 
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4-2.情報通信関連産業の活性化事業 

 

 
【現状と課題】 

本市では、平成１２年度から「那覇市企業立地促進奨励助成金」制度を設け、沖縄県

との連携のもと企業誘致に取り組むと同時に、平成１５年６月には情報通信関連の起業

支援施設である「那覇市ＩＴ創造館」を供用開始するなど、情報通信関連産業の集積に

向けた取り組みを行ってきたことで進出企業のうち６０社以上が集積し、約７，０００

人の雇用成果を上げております。 

一方、他地域との競合・人材不足等（企業の立場）、労働環境・所得等についての課題

も明らかになってきました。 

 
【事業目的】 

地元ＩＴ企業の育成、支援を行い、情報通信関連産業の振興、雇用を拡大することに

より、地域経済の活性化を図ります。 

 
【事業推進部署】  商工振興課・情報政策課 

 
【事業内容】 

(1) 地元ＩＴ企業育成のための発注機会の拡大 

 本市における情報システム調達にあたっては、各システム導入の調達審査の段階で、

発注案件の小口化や業務の分割発注に心がけ、地元ＩＴ企業への発注機会の拡大を推

進します。 

 

(2) ＩＴベンチャー企業＊育成に向けた支援 

 ＩＴベンチャー企業＊の創業を促す環境を整えるとともに、優秀なＩＴベンチャー

企業＊が市の経済の牽引役として成長するよう、各種助成・融資制度等の拡大を図り

ます。 

 

(3) 事業の獲得 

 県外から高度で付加価値の高い仕事を大規模に獲得するため、企業の営業活動の支

援（企業誘致活動）等に取り組んでいきます。 

 

(4) 企業の情報化推進のための情報提供の充実
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情報システムの導入に対する助成や融資などに関する各種支援策の情報提供を積 

極的に行います。 

 

(5) 国・県等が実施する実証実験等事業への参加 

 ユビキタス特区事業（平成 20年度～平成 22 年度）等の実証実験事業に積極的に支

援・参加し、事業者、ＮＰＯと協働で取組みます。 

 「また、ユビキタス特区事業等を生かしてハード＊面でのインフラの充実を検討し

ます。」 

 

(6) 新規事業の創出支援 

 那覇市ＩＴ創造館を中心に新規事業の創出支援を進めます。 

 

(7) 知的財産の意識啓発 

 情報通信関連における知的財産についての意識の啓発に努めます。 

 

 

目標指標 現状値 目標値 

本市への情報通信関連産業の集積 64件 110件（H24） 

情報通信関連産業による雇用効果 7,157人 11,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 
 

（用語解説） 
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参考資料（用語解説） 

【あ行】 

用  語 解  説 
ページ 
(複数の場合

主なページ) 

アウトソーシング 業務を民間業者等に委託し、外部組織の持つ機能や資

源を活用することで経営効率を高める経営手法。 
P21,P31 

アーカイブ 書庫、記録文書の保存場所。 P16,P20 

アクセシビリティ アクセスのしやすさ、近づきやすさ、の意味。ここで

は高齢者や障がい者なども含め、すべての人が同じよ

うにインターネット上で提供される情報を利用でき

ること。 

P48 

アクセス ネットワーク越しに他のコンピュータと接続するこ

と。 

※ネットワーク･･･複数のコンピュータを通信回線で接続したシステ

ム。 

P8,P39, 

P48 

インキュベート 新しい産業への進出を目指す中小企業に建物・設備を

賃貸し、経営指導などを行いながら先導的企業として

育成していくこと。 

P20,P62 

インセンティブ 人や組織に特定の行動を促す動機づけ、誘引のことを

意味する。物事に取り組む意欲を、報酬を期待させて

外側から高める働き。 

P34 

インターネット 世界中のコンピュータと、文字、映像、音声などを使

った多様な情報を自由に通信することを可能とする

世界規模の情報通信ネットワーク。 

P5,P23, 

P37 

インターネットバ

ンキング 

コンピュータを使ってインターネット経由で銀行な

どの金融機関のサービスを利用すること。 
P18,P42 

インフラ 「インフラストラクチャー」の略。交通、通信、電力、

水道、公共施設など、社会や産業の基盤として整備さ

れる施設。 

P8,P9, 

P65 

ウェブアクセシビ

リティ 

Web ページに対するアクセスと利用のしやすさの度合

いをいう。 
P19 



参考資料 
 
（用語解説） 
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用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

オンライン コンピュータがネットワークに接続されている状態

のこと。一般的にはインターネットに接続し、ホーム

ページが見られる状態及びインターネットを通じて

サービス等が受けられる状態のこと。 

P3,P14, 

P34 

オープンソース ソフトウェアの設計図を、インターネットなど通じて

無償で公開し、誰でもソフトウェアの改良、再配布が

行えるようにすること。また、そのようなソフトウェ

ア。 

P14,P18 

 

 

【か行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

架空請求メール 架空の請求書を無作為にメールで送りつけ、支払いを

要求する詐欺。 
P7 

カスタマイズ ユーザ（利用する人）の好みに合わせて作り変えるこ

と。 
P57 

基幹系業務システ

ム 

業務内容と直接に関わる住民情報、税、福祉などを扱

うシステム。 

P1,P13, 

P56 

キャリアパス 企業にとって必要な人材像の明確なキャリアやスキ

ルを段階的に設定し、社員はそれぞれの目標とするキ

ャリアやポストを目指しながら成果をあげていくこ

と。 

P63 

グループウェア 企業内LANを活用して情報共有やコミュニケーション

の効率化をはかり、グループによる協調作業を支援す

るソフトウェアの総称。 

P56 

携帯情報通信端末 PDA 等の総称。 

※PDA(Personal Digital Assistants)･･･個人用の携帯情報端末。 
P6 

ケーブルインター

ネット 

テレビの有線放送サービスを利用して提供されるイ

ンターネット接続サービス。 
P6 

ケーブルテレビ テレビの有線放送サービス。 P23 



参考資料 
 

（用語解説） 

 
 

68 

 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

公的個人認証 

公的個人認証サー

ビス 

都道府県知事が電子署名利用者を証明する電子証明

書を発行することにより、安い費用で全国どこに住ん

でいる人に対しても電子署名の利用環境を提供する

もの。電子証明書とは、電子申請で利用する電子署名

を検証し、間違いなく本人であることを確認する役割

を果たすもので、書面手続でいえば、電子署名が「押

印」、電子証明書が「印鑑登録証明書」にあたる。 

P34,P37 

コミュニティ 古い地域共同体とは異なり、住民の自主性と責任制に

もとづくつながり。（財産、権利、趣味、思想などの）

共有、一致による社会的交流と人々の集まり。 

P2,P53, 

P55 

コールセンター 市民からの相談や問い合わせなどを電話で受け付け

る選任の部署や専門設備を持つ施設のこと。コールセ

ンターシステムの導入により、担当者へのスムーズな

取り次ぎや、問い合わせ内容の管理などを効率的に実

施することが可能となる。 

P16,P21,

P24 

コンソーシアム 共同体、共同事業体。特定の目的のために複数の企業

等が集まって形成される。 
P20 

コンテンツ 文字・画像・動画・音声・ゲーム等の情報全般、また

はその情報内容。電子媒体やネットワークを通じてや

り取りされる情報を指して使われる場合が多い。 

P16,P20, 

P49 

コンピュータウイ

ルス 

電子ファイル、電子メール等を介して次々と他のコン

ピュータに自己の複製プログラムを潜伏させていき、

その中のデータやソフトウェアを破壊するなどの害

を及ぼすコンピュータプログラム。 

P7 

 

 

【さ行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

サイト Web サイトのこと。 P11,P20,

P55 



参考資料 
 
（用語解説） 
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用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

サーバ 提供者という意味で、ネットワーク上で他のコンピュ

ータからの要求に対して、ファイルや印刷などのさま

ざまなサービスを提供するコンピュータやプログラ

ムのこと。 

P75,P76 

磁気カード 磁気ストライプを備えて、情報を記録できるようにし

たカード。 
P18,P35 

シームレス ユーザ（利用する人）が複数のサービスを違和感なく

統合して利用できること。 
P21 

住民基本台帳カー

ド（住基カード） 

居住関係を公証する「住民基本台帳」を地方公共団体

共同のコンピュータネットワークで本人確認に利用

するカード。 

P12,P18, 

P33 

情報リテラシー インターネット等の情報通信やパソコン等の情報通

信機器を利用して、発信能力やマナー、情報を使いこ

なす能力。体験やメディアを通じて得られる大量の情

報の中から必要なものを探し出し、課題に即して組み

合わせたり加工したりして、意志決定したり結果を表

現したりするための基礎的な知識や技能の集合。 

P21,P29, 

P46 

情報モラル 情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方

と態度。 
P46 

スキャナ 紙や図形から写真を読み取って、画像データとしてパ

ソコンに転送する装置。 
P57 

スパイウェア ユーザ（利用する人）に気づかれないようにパソコン

に侵入し、何らかの悪影響を及ぼすソフトウェア。 
P7 

セキュリティ監査 組織における情報セキュリティに関するリスク管理

が効果的に実施されるよう、情報セキュリティ対策や

その運用状況を、専門的知識を持った第三者等が客観

的に評価を行い、保証あるいは助言を与えること。セ

キュリティ監査には、市内部で行う内部監査と専門的

知識を持った第三者等が行う外部監査がある。 

P59 

セキュリティポリ

シー 

ネットワークや組織内のセキュリティに関する基本

的な方針や行動指針。 

P21,P58, 

P59 

 



参考資料 
 

（用語解説） 
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用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

総合窓口 これまでの行政窓口では、住民が例えば転入・転出・

転居などの住民異動の手続きをする際には、点在した

複数の課で各種届け出や申請を行ってきたが、住民サ

ービスの向上を目指し、できる限り一カ所の窓口で行

えるように窓口を一本化する試みが行われており、こ

れを「総合窓口」という。 

P45 

ソフトウェア コンピュータを利用するために使うプログラム。 P13,P62 

 

 

【た行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

ダウンロード ネットワーク上の他のコンピュータから、自分の利用

しているコンピュータへデータ等を転送して、自分の

コンピュータの中に保存すること。 

P18,P19 

ツール 特定の作業をするための専用の道具。 P8,P55 

データベース 複数のソフトウェアまたはユーザ（利用する人）によ

って共有されるデータの集合。 

P16,P21, 

P51 

電子商取引 インターネットなどのネットワークを利用して、契約

や決済などを行う取引形態。 

P26,P27, 

P28 

電子マネー 貨幣価値をデジタルデータで表現したもの。クレジッ

トカードや現金を使わずに買い物をしたり、インター

ネットを利用した電子商取引の決済手段として使わ

れる。 

P28 

 

 

【な行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

那覇市情報化基礎

調査 

平成 19 年 6 月から 7月に本市に居住する満 20 歳以上

の市民2,496人、本市内で法人登記を行っている1,200

事業所を対象として実施したアンケート調査。 

P1,P29, 

P36 



参考資料 
 
（用語解説） 
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用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

ノンストップサー

ビス 

24 時間サービスを指し、住民が都合の良い時間にサー

ビスを受けることを可能にするサービス。 
P21 

 

 

【は行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

バックオフィス 行政組織内部の業務を担う部門。 P56 

パーソナリティ 進行役。 P55 

ハード 施設設備などの物理的なもの。 P65 

ハードウェア コンピュータを構成している機械や装置の総称。 P13 

パブリックコメン

ト制度 

生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等

を立案する過程で、これらの案の趣旨、内容等を市民

の皆様等に公表し、寄せられた意見を考慮して最終決

定するための一連の手続き。 

P54 

バリアフリー 障がい者や高齢者などが情報分野に参加する上で支

障となる物理的な障害を取り除くための施策、もしく

は具体的に障害を取り除いた状態のこと。 

P19,P20 

汎用システム 純正品のシステム。 P57 

光ファイバー ガラスやプラスチックの細かい繊維でできている、光

を通す通信ケーブル。 
P23 

ブロードバンド 高速・超高速でのインターネットアクセスを可能とす

るもので、動画像等のデータのスムーズな電送を実現

する回線。 

P6,P8, 

P23 

フロントオフィス 住民に関わるいわゆる窓口業務を担う部門のこと。 P21,P44, 

P56 

ペイジー マルチペイメントシステムの一つ。公共料金、地方税

および各種料金（インターネットショッピング、クレ

ジット、航空券等）の支払いが、インターネットバン

キングや ATM を通じて行える次世代の決済サービス。 

P42 

ベンチャー企業 それまでになかった新しいサービスを展開する小さ

な企業。 
P31,P64 



参考資料 
 

（用語解説） 
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用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

ホストコンピュー

タ 

大規模な計算処理やネットワーク全体の管理、制御処

理などを集中的に行うコンピュータ。 
P13,P21 

ポータルサイト インターネットへの入り口となる巨大な Web サイト。

検索エンジンやリンク集を核として、ユーザ（利用す

る人）がインターネット上で必要とする機能を総合的

に提供している。 

※検索エンジン･･･インターネットで公開されている情報をキーワー

ドなどを使って検索できる Webサイト。 

P19 

ホームページ インターネット上で情報提供を行うもの。 P19,P26, 

P44,P48 

ホームページ作成

ガイドライン 

ホームページに関してのルールやマナーなどの決ま

り事、約束事を明文化し、それらを守った行動をする

ための具体的な方向性を示したもの。 

P19,P49 

 

 

【ま行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

マルチペイメント

システム 

市役所と金融機関をネットワークで結ぶことにより、

公共料金や税金の支払いを、市の窓口や金融機関に出

向かなくてもインターネットバンキングにより払い

込めるようにするシステム。 

P42 

マルチペイメント

ネットワーク 

多くの金融機関と収納機関を結び、24 時間いつでもど

こでも公共料金等の各種料金をパソコン、携帯電話、

ATM 等で支払えるようにするために作られたネットワ

ーク。日本マルチペイメントネットワーク協議会

（J.A.M.P.A.）が運営している。 

P15 

メールマガジン 電子メールを利用して発行される雑誌。発行者が購読

者に定期的にメールで情報を届けるシステム。 

P1,P12, 

P29,P49 

モバイル 携帯電話機、携帯できる、移動できる、動きやすい、

といった意味。 
P6 



参考資料 
 
（用語解説） 
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【や行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

ユーザビリティ ソフトウェアや Webサイトの「使いやすさ」。 P38,P46, 

P48,P51 

ユニバーサルデザ

イン 

障がい者、高齢者、健常者の区別なしに、すべての人

が利用できるようにすることを意識して行われたデ

ザイン、及びそのような考え方。 

P19 

ユビキタスネット

ワーク 

「いつでも、どこでも、何でも、だれでもアクセスが

可能」なネットワーク環境。 
P8 

 

 

【ら行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

リスクマネジメン

ト 

各種の危険による不測の損害を最小の費用で効果的

に処理するための経営管理手法。 
P21 

リーディング産業 成長が著しく、また雇用や他産業の生産活動への幅広

い波及効果を持ち、それによって経済全体を牽引する

力を有する産業。 

P31 

リンク Web ページと Web ページをつなげること。 P48 

レガシーシステム 時代遅れとなった古いシステム。 P13,P21 

 

 

【わ行】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

ワーキングチーム あるテーマや課題解決などのために集まった作業グ

ループ。 
P45 

ワンストップサー

ビス 

複数の行政サービスを一つの窓口で受けることがで

きる機能のこと。 
P42,P45 

 



参考資料 
 

（用語解説） 
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【アルファベット順】 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

ADSL（Asymmetric 

Digital Subscrib

er Line） 

電話線を使い高速なデータ通信を行う技術の一つ。 

P23 

ASP（Application 

Service Provide

r） 

インターネット技術を活用し、ネットワーク経由でソ

フトの機能だけを提供するサービス。 
P11,P21, 

P31,P57 

CALS/EC（Continuo

us Acquisition a

nd Life-cycle Su

pport/Electronic

 Commerce） 

公共事業支援統合情報システムの略称で、一人一台の

パソコンがインターネットにつながっている職務環

境を前提として、従来は紙で交換されていた情報を電

子化するとともに、インターネットを活用して公共事

業に関連する多くのデータベースを連携して使える

環境を創出する取り組みのこと。 

P18 

CMS（Contents Man

agement System） 

テキストやグラフィックなどの様々なデジタルコン

テンツを収集、登録して統合的に管理し、更新・配信

する仕組みまたはそれを実現するソフトウェアの総

称。 

P49 

CRM（Customer Rel

ationship Manage

ment） 

顧客の満足度を高めることによって、収益の向上を図

る経営手法。 P19 

DSL（Digital Subs

criber Line） 

電話線を使い高速なデータ通信を行う技術の一つ。 
P6 

EA（Enterprise Ar

chitecture） 

企業や政府機関・自治体などの組織が、社会環境や情

報技術自体の変化に素早く対応できるよう、「全体最

適」の観点から業務や情報システムの最適化を進める

ための方法論・設計手法である。 

P57 

e-Japan 戦略 2001 年 1 月に策定された国家戦略のこと。全ての国民

が情報通信技術を積極的に活用し、かつその恩恵を最

大限に享受できる知識創発型社会の実現に向けて、政

府一体となって、2005 年までに世界最先端の IT 国家

となることを目標としている。 

P8 



参考資料 
 

（用語解説） 

 
 

75 

 

用  語 解  説 ページ 
(複数の場合

主なページ) 

e-Japan 戦略Ⅱ e-Japan 戦略に続き、「2006 年以降も世界最先端であ

り続ける」ことを目指し、2003 年 7月に策定された国

家戦略のこと。「e-Japan 戦略」から２年半で各種施策

を実施し、第１期として IT 基盤が整備されつつある

ことを受け、第２期 IT 戦略として IT 利活用のための

方策を示している。 

P8 

e-TAX 国税電子申告・納税システム。 P18 

eLTAX electronic（電子）、Local（地方）、TAX（税）からな

る造語。地方税ポータルシステムの呼称で、地方税に

おける手続きを、インターネットを利用して電子的に

行うシステム。 

P14,P41 

e－モニター制度 事前に登録した市民からインターネットを利用して、

意見や提案を募集し、それを市政運営に活用していく

ことを目的とした制度。 

P54 

FTTH（Fiber To Th

e Home） 

光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス。 
P6 

FWA（Fixed Wirele

ss Access） 

加入者宅から通信事業者までの間の加入者回線部分

に無線回線を利用するシステム。 
P6 

GIS（Geographic I

nformation Syste

ms） 

文字や数字、または画像などを地図と結びつけてコン

ピュータ上に再現し、位置や場所から様々な情報を統

合したり、分析したり、あるいは分かりやすく地図表

現したりすることができるコンピュータネットワー

クシステムのこと。 

P20 

IC（Integrated Ci

rcuit）カード 

キャッシュカード大のプラスチック製カードに極め

て薄い半導体集積回路（IC チップ）を埋め込み、情報

を記録できるようにしたカード。 

P28,P56 

IC カードリーダ IC カードに記録された内容を読み取るための機器。 P33 

ID（Identificatio

n Number） 

複数のユーザ（利用する人）が利用するコンピュータ

システムで用いている識別符号。 
P37 

IDC（Internet Dat

a Center） 

顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回線

や保守・運用サービスなどを提供する施設。 
P59 



参考資料 
 

（用語解説） 
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用  語 解  説 ページ 

(複数の場合

主なページ) 

IT（Information T

echnology） 

ICT（Information 

and Communicatio

ns Technology） 

「IT」は、コンピュータや情報通信に関する技術を総

称的に表す語。「ICT」は、情報通信やコミュニケーシ

ョンに関する技術を総称的に表す語。最近では、「IT」

ではなく「ICT」が使われることがある。 

P1,P8, 

P31 

P8,P31, 

P45 

IT ガバナンス 情報システムを適切に構築、運用するための意思決定

の仕組み。 
P31,P60 

LAN（Local Area N

etwork） 

同一建物内、あるいは同一敷地内などの比較的狭い地

域に分散設置されたコンピュータ同士を、高速ネット

ワーク等によって接続したネットワークで、このネッ

トワーク上にサーバ等を設置することで、各種アプリ

ケーションやデータベース等を共有できる。 

P67 

LGWAN（Local Gove

rnment Wide Area

 Network） 

地方自治体のコンピュータネットワークを相互接続

した広域ネットワーク。 P57 

NPO（Non－Profit 

Organization） 

法人格の有無に関わらず、市民が自発的につくったボ

ランティア団体や市民活動団体のこと。 

P1,P10, 

P46 

OJT（On the Job T

raining） 

計画的・断続的に職場の上司（先輩）が部下（後輩）

に対し、具体的な仕事を通じて仕事に必要な知識・技

術・態度などを習得させる一連の活動のこと。 

P62 

PHS（Personal Han

dy Phone System） 

設備や仕様を簡略化し、通話料を低く抑えた携帯電話

の一種。 

P6,P22, 

P49 

SNS（Social Netwo

rking Service） 

新たな友人関係を広げることを目的に開設された、会

員制のコミュニティ型 Web サイトのこと。民間が運営

するサイトとしては、「Mixi（ミクシィ）」が有名。 

P24,P55 

u-Japan ICTにより課題が解決された2010年の社会像とICTに

より課題が解決された 2010 年の社会像として定義さ

れたもの。「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」

ネットワークに簡単につながり、ICT が日常生活の

隅々まで普及し簡単に利用できる社会を目指す。 

P3,P8 



参考資料 
 
（用語解説） 
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用  語 解  説 ページ 

(複数の場合

主なページ) 

Web サイト Web ページのまとまり。Web サイトと Web ページは、

本とページのような関係のもの。 
P49 

Web ページ ネットワーク等を通じてやりとりできる文字、画像、

動画、音声等の情報を掲載したページ。Web サイトと

Web ページは、本とページのような関係のもの。 

P66,P73, 

P77 
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